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Ⅰ 目的 

2019 年末に中国で発生した新型コロナウイルス感染症は 2020 年に入って全世

界に広がり、3 月には世界的規模の流行となった。わが国では 2009 年の新型インフ

ルエンザの経験をもとに新型インフルエンザ等対策特別措置法が施行されているが、

今回の新型コロナウイルス感染症の日本国内の患者発生時（１月 14 日）において

は、この法律の適用とすることができず、令和２年１月２８日に指定感染症と政令で定

められ、以後、感染症法とともに対応を重ねてきた。そして、3 月 13 日に特措法が改

正され、新型コロナウイルス感染症が特措法の対象となり、この法律に基づいて対応

することとなった。しかしながら新型インフルエンザの経験を活かしつつも、各自治体の

対応には様々な課題がある。これら課題を抽出し、それらに対する対応策を示すことに

より、各自治体が今回の新型コロナウイルス感染症の終息に向けた対応、および今後

新たに発生するであろう感染症への適切な対応ができることを目的として本研究事業

を実施する。 
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Ⅱ 研究方法

Ⅱ－１ 研究組織

分担事業者  角野文彦（滋賀県健康医療福祉部 理事） 

協力事業者  山口 亮（札幌市保健所 感染症担当部長） 

森 幸野（札幌市保健所感染症総合対策課） 

片岡 穣（さいたま市保健所疾病予防対策課 課長） 

前田光哉（神奈川県健康医療局 局長） 

越田理恵 (金沢市保健局 担当局長) 

切手俊弘 (滋賀県健康医療福祉部医療政策課 課長) 

鈴木智之（滋賀県衛生科学センター健康科学情報係 主任主査） 

畑山英明 (大阪府健康医療部保健医療室保健医療企画課 課長補佐) 

野㞍孝子（和歌山県福祉保健部 技監） 

糸数 公（沖縄県保健医療部 保健衛生統括監） 

国吉秀樹（沖縄県衛生環境研究所 所長） 

アドバイザー 岡部信彦 (川崎市衛生研究所 所長) 

砂川富正（国立感染症研究所感染症疫学センター 室長） 

白井千香（枚方市保健所 所長） 

Ⅱ－２ 事業実施内容

１） 研究班会議の開催 

  第１回研究班会議 令和２年７月１１日（土）於：滋賀県庁 

① 昨年度事業評価について 

② 調査について 

③ 役割分担について 

  第２回研究班会議 令和２年１０月１７日（土）於：東京都内 

① 今年度事業全体計画について 

② クラスター発生時の施設支援（指導・助言）体制（案）について 

③ クラスター対応チェックリスト 保健所向け（案）について 

④ シチュエーションレポート（コロナ日報）（案）について 

⑤ シチュエーションレポート（コロナ週報）（案）について 

⑥ 事例集について 

⑦ 役割分担について 
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  第３回研究班会議 令和３年１月９日（火）於：那覇市内 

① 都道府県対象調査結果について 

② 政令指定都市対象調査結果について 

③ 視察先について 

④ 今後の予定について 

  第４回研究班会議 令和３年３月１３日(土) 於：那覇市内 

① 今年度事業の成果物について 

(ア) 成果物の内容の共有 

(イ) 成果物の更新もしくは追加 

② 提言について 

③ 次年度調査計画について 

２） 都道府県調査の実施 

診療・検査医療機関に関する情報共有、検査体制、年末年始の診療体制等に関して

全国の都道府県を対象に調査（自治体における新型コロナウイルス感染症対策に関

する緊急アンケート）を実施した。 

３） クラスター発生時の施設支援（指導・助言）モデルおよび保健所チェックリスト 

４） COVID-19 対応のためのツール集の作成 
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Ⅲ 都道府県対象調査 

Ⅲ―１ 方法 

目的：新型コロナウイルス感染症と、季節性インフルエンザの同時流行に備えた対策として、厚

生労働省は「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」（2020 年９月４日事務連絡）

を発出し、「都道府県は、地域の医療機関に対して、診療・検査医療機関や検査センターの情報を

共有しておく」こと、「各地域や医療機関において、その実情を踏まえて、院内感染を防止しつつ、発

熱患者の診療・検査を行う体制を検討していく必要がある」ことを各都道府県、医療機関に求めた。

そこで、各都道府県に対し、指定された診療・検査医療機関について、現時点の情報公開・共有の

状況について調査した。 

  
 調査期間：2020 年 11 月 10 日～11 月 16 日 

 

 調査対象：全国の都道府県（４７か所） 

 

 調査方法：調査依頼状および質問用紙を全国衛生部長会事務局から配信、メールにて研

究班に回答を得た 

 

 調査項目： 資料編(1)都道府県質問票および集計結果 

１．指定した診療・検査医療機関（仮称）の関係機関との情報共有 

２．１．の情報共有に係る例外的措置 

３．発熱患者の診療・検査を行う体制として予定している対応 

４．３．の発熱患者の診療・検査を行う体制 

５．都道府県の休日および夜間診療所での検査体制 

６．都道府県内の PCR センター（検体採取センター）の設置数 

７．年末年始の診療、検査体制 

8. 診療・検査医療機関（仮称）について、特徴的な取り組みや他自治体の参考となりそ

うな取り組み 

Ⅲ―２ 結果 

回収率：回答率:91.5%（43/47 都道府県） 

 

 調査結果 資料編(1)都道府県質問票および集計結果 

緊急事態宣言が出された都府県のうち、回答のあった８都府県（東京都、神奈川県、栃木県、

岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県）を「感染拡大地域」として集計し、再掲した。 
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１．指定した診療・検査医療機関（仮称）の関係機関との情報共有について、以下のうちあて

はまるもの全てに〇を入れてください。 

（ ８）web ページで一般に公開している。 

（４０）都道府県医師会と共有している。 

（３９）郡市区医師会と共有している。 

（２０）都道府県内の病院・診療所の全てと共有している。 

（１２）政令指定都市と共有している。  （３１）中核市と共有している。 

（ ９）その他の保健所設置市と共有している。（９）保健所を設置していない市町村と共有して

いる。 

（１７）その他 

・一部の地域消防本部と共有 

・受診・相談センターと共有（委託） 

・県医師会会員用ホームページ上に他施設からの紹介可とした医療機関名簿を掲載して

いる 等 

 

【うち感染拡大地域】 

（ ３）web ページで一般に公開している。 

（ ９）都道府県医師会と共有している。 

（ ７）郡市区医師会と共有している。 

（ １）都道府県内の病院・診療所の全てと共有している。 

（ ６）政令指定都市と共有している。 

（ ７）中核市と共有している。 

（ ３）その他の保健所設置市と共有している。 

（ １）保健所を設置していない市町村と共有している。 

（ ３）その他 

 

２．１．の情報共有に係る例外的措置について、以下のうちあてはまるもの全てに〇を入れてく

ださい。 

（ ３）自施設に受診する患者のみに検査をする医療機関（他施設からの紹介は受けない）は

情報共有しない。 

（ ６）集合契約はするが、国の補助を受けない医療機関（他施設からの紹介は受けない）は情

報共有しない。 

（１２）その他 
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・地域の医療機関間での情報共有を希望しない医療機関は情報共有しない。 

・指定した診療・検査医療機関を全て一覧にした上で，そのうち，かかりつけ患者以外も受

け入れる医療機関が分かるように印を付記している。 

・集合契約はするが、診療・検査医療機関として指定を受けない医療機関については、情報

共有リストに掲載しない。情報共有の範囲については地区医師会によって異なる。 

・診療・検査医療機関以外の医療機関に対して、非公表の診療・検査医療機関は情報共

有しない。 

・意向確認に基づきリストを作成し、保健所圏域ごとに情報共有 

・「他施設からの紹介は受ける医療機関」のリストは医師会を通して全てのクリニックに共

有している。 

・保健所や医療機関等と情報共有を行う。加えて、公表を希望しない医療機関を除き、web

ページで一般に公開している。 

・診療・検査医療機関の情報は、県医師会を通じ、郡市医師会から診療所に情報共有して

おり、郡市医師会の実情により全ての診療所に情報共有する場合と郡市医師会に留める

場合あり。 

・自施設に受診する患者のみに検査をする医療機関に関する情報は各保健所ごとに協議

を行い、必要とされた場合は情報共有を行っている。 等 

（２３）未回答 

 

【うち感染拡大地域】 

（ ０）自施設に受診する患者のみに検査をする医療機関（他施設からの紹介は受けない）は

情報共有しない。 

（ １）集合契約はするが、国の補助を受けない医療機関（他施設からの紹介は受けない）は情

報共有しない。 

（ ４）その他 

 

３．発熱患者の診療・検査を行う体制としてどのような対応を予定していますか。以下のうち

あてはまるもの全てに〇を入れてください。 

（３９）指定した診療・検査医療機関（仮称）の診察時間のうち、一部の時間帯を発熱患者等

の診察時間に設定。 

（ ４）地域の複数の診療・検査医療機関（仮称）で輪番制を組み、曜日単位等で発熱患者等

を診察する医療機関を設定。 

（２８）自施設で診療するが、インフルエンザ、コロナウイルスの検体採取をしない医療機関を、

診療・検査医療機関（仮称）に指定。 

（２９）自施設で診療をしなくても、近隣の診療・検査医療機関（仮称）、外来検査センター、休
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日夜間診療センターを紹介する仕組みを構築。 

（ ７）発熱患者等が指定した診療・検査医療機関（仮称）を受診するための予約の仕組みを

構築。 

（ ４）その他 

・診療・検査の方法等は各医療機関の判断に委ねているが，発熱患者等が必要な診療・

検査を受けられるよう，県庁及び保健所に設置した受診・相談センターにおいて，適当な

医療機関を紹介している。 

・自施設で検査をしなくても、近隣の診療・検査医療機関（仮称）、外来検査センター、休

日夜間診療センターを紹介する仕組みを構築 

・自施設で診療し、インフルエンザ、コロナウイルスの検体採取をする医療機関を、診療・

検査医療機関（仮称）に指定 

・記載の選択項目のような詳細の運用は定めていない 

 

【うち感染拡大地域】 

（ ７）指定した診療・検査医療機関（仮称）の診察時間のうち、一部の時間帯を発熱患者等の

診察時間に設定。 

（ １）地域の複数の診療・検査医療機関（仮称）で輪番制を組み、曜日単位等で発熱患者等

を診察する医療機関を設定。 

（ ４）自施設で診療するが、インフルエンザ、コロナウイルスの検体採取をしない医療機関を、

診療・検査医療機関（仮称）に指定。 

（ ６）自施設で診療をしなくても、近隣の診療・検査医療機関（仮称）、外来検査センター、休

日夜間診療センターを紹介する仕組みを構築。 

（ ３）発熱患者等が指定した診療・検査医療機関（仮称）を受診するための予約の仕組みを

構築。 

（ １）その他 

 

４．３．の発熱患者の診療・検査を行う体制について、あてはまるもの全てに○をつけて下さ

い。 

（２４）全県統一体制 

（１３）二次医療圏ごとに対応 

（１２）保健所単位で対応 

（ １）市町村単位で対応 

（ ６）政令指定都市、中核市は独自に対応 

 

【うち感染拡大地域】 
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（ ５）全県統一体制 

（ ０）二次医療圏ごとに対応 

（ ２）保健所単位で対応 

（ ０）市町村単位で対応 

（ １）政令指定都市、中核市は独自に対応 

 

５．都道府県の休日および夜間診療所での検査体制について、か所数をご記入下さい。 

（１）自治体ないしは医師会が運営する日祝日昼間および夜間診療所（135 か所） 

A．インフルもコロナも検査を行う（23 か所） 

B．インフルのみ検査を行う（8 か所） 

C．インフルもコロナも検査は行わない（31 か所） 

 

（２）公的病院、民間病院等の外来で行う日祝日昼間および夜間診療所（676 か所） 

A．インフルもコロナも検査を行う（263 か所） 

B．インフルのみ検査を行う（56 か所） 

C．インフルもコロナも検査は行わない（20 か所） 

 

（３）その他、（時間外診療所の設置なし、検討中、等） 

①診療検査医療機関のうち、日祝日昼間および夜間にインフルもコロナの検査実施 ２３１

か所 

②診療検査医療機関のうち、日祝日昼間および夜間に診療のみを実施        ９７か所 

③診療検査医療機関のうち、日祝日昼間および夜間に診療・検査を行わない ２，６７９か

所 

 時間外に特化した診療・検査医療機関はない 

 現段階では個別に状況を把握していないため回答困難 

 管内の診療・検査医療機関のうち、日・祝の対応が可能な医療機関は 55 ヶ所 

 指定を受けた休日当番医療機関が行う 

 各市町村の休日当番医 30 カ所、平日夜間当番医９カ所のうち、診療・検査医療機関で

対応 

 夜間救急センター２箇所診療検査医療機関として指定他検討中 

 休日診療を行っているがインフルの検査を行うか確認できていない医療機関：10 ヶ所 

 

６．都道府県内の PCR センター（検体採取センター）の設置数について、か所数をご記入下

さい。 
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（１） 公設（173 か所）   

A．ドライブスルーのみ（101 か所）      A．行政検査のみ（68 か所） 

B．ドライブスルー併用（ 9 か所）       B．行政検査と保険診療併用（50 か所） 

C．ドライブスルーなし（43 か所）       C．保険診療のみ（51 か所） 

 

（２）医師会設置（107 か所）  

A．ドライブスルーのみ（67 か所）      A．行政検査のみ（19 か所） 

B．ドライブスルー併用（17 か所）      B．行政検査と保険診療併用（33 か所） 

C．ドライブスルーなし（23 か所）      C．保険診療のみ（55 か所） 

 

（３）医療機関内での設置（101 か所）  

A．ドライブスルーのみ（23 か所）      A．行政検査のみ（10 か所） 

B．ドライブスルー併用（ 7 か所）      B．行政検査と保険診療併用（23 か所） 

C．ドライブスルーなし（23 か所）      C．保険診療のみ（25 か所） 

 

（４）その他の設置（14 か所）  

A．ドライブスルーのみ（ 8 か所）      A．行政検査のみ（ 0 か所） 

B．ドライブスルー併用（ 5 か所）      B．行政検査と保険診療併用（ 9 か所） 

C．ドライブスルーなし（ 1 か所）      C．保険診療のみ（ 3 か所） 

 

７．年末年始の診療、検査体制について、あてはまるもの全てに○をつけて下さい。 

（１２）全県統一体制 

（１４）二次医療圏ごとに対応 

（１５）保健所単位で対応 

（ ２）市町村単位で対応 

（ ６）政令指定都市、中核市は独自に対応 

（ ６）未回答 

（ ３）検討中 

（ １）該当なし 

 

【うち感染拡大地域】 

（ ３）全県統一体制 

（ ０）二次医療圏ごとに対応 

（ ３）保健所単位で対応 

（ ０）市町村単位で対応 
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（ １）政令指定都市、中核市は独自に対応 

（ １）未回答 

（ １）検討中 

（ １）該当なし 

 

８．年末年始の診療、検査体制について、あてはまるもの全てに〇を入れてください。 

（１０）診察は、休日夜間診療所を中心に構築 

（１４）診察は、当番医を中心に構築 

（ ２）休日夜間診療所の後方支援体制は輪番を組む 

（ ３）発熱外来を設置（常設 or 輪番） 

（ ６）PCR センターを中心に検査体制を整える 

（ ４）検査医療機関の輪番を組む 

（２６）郡市医師会と保健所などの行政機関が話し合いを進めている 

( ７)未回答 

( ２)検討中 

 

【うち感染拡大地域】 

（ ２）診察は、休日夜間診療所を中心に構築 

（ １）診察は、当番医を中心に構築 

（ １）休日夜間診療所の後方支援体制は輪番を組む 

（ １）発熱外来を設置（常設 or 輪番） 

（ １）PCR センターを中心に検査体制を整える 

（ ０）検査医療機関の輪番を組む 

（ ４）郡市医師会と保健所などの行政機関が話し合いを進めている 

( ２)未回答 

( １)検討中 

 

9. 診療・検査医療機関（仮称）について、特徴的な取り組みや他自治体の参考となりそうな

取り組みがあれば、ご記載をお願いします。その他、ご自由に記載ください。 

・患者の利便性を向上するため，11/13 までに以下の①～③のすべてを満たす医療機関に対

し，100 万円の応援金を交付。①かかりつけ患者以外も受け入れ、②自院で検査（検体採取）

を実施、③医療機関名を県ホームページ等で公表。 

・診療・検査医療機関のうち、①他院等からの紹介を受け入れ、かつ、②インフル流行ピーク期

（１～３月）に指定を継続する場合に協力金（１機関あたり５０万円）を支給。 
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・県医師会と連携して「発熱患者等の対応フロー」等を作成し、県内全医療機関に周知した 

・年末年始の診療・検査体制について、インセンティブとなる補助金を実施し、開設を呼び掛け

ている。 

・診療・検査医療機関に対する県独自支援策として次の取組を検討中 

１．医療従事者等の感染による休業補償制度（休業日数に応じた支援金給付）（11 月補正

予算要求） 

２．医療機関の事務職員の労災給付上乗せ補償保険の加入支援（11 月補正予算要求） 

３．国の配布対象外となっている個人防護具（N95 マスク、キャップ）の配布 

・本県では，国の取組に先立ち，クリニック等が，保健所を介さず自院の患者に対して唾液によ

る PCR 検査（民間検査機関が検体回収し検査）を実施する仕組みを構築していた。 

このため，診療・検査医療機関については，次の区分に分けて募集を行った。 

 ・A 区分（他院からの紹介を受ける） 

 ・B 区分（受診相談センターからの紹介を受ける） 

 ・AB 区分（他院・受診相談センターからの紹介を受ける） 

 ・C 区分（自院の患者のみ) 

・年末年始の診療、検査体制は通常の医療機関で診療を実施。（協力金で対応） 

 

 

Ⅲ―3 考察 
 

１． 地域間の医療格差解消のために、各医療機関の役割を医療計画の見直しに当たって

検討し、それぞれの診療・検査機関の役割を明確にすべき。 

【説明】 

今回の緊急アンケートにより、現下の COVID19 に係る医療提供体制において、①診療体

制が地域ごとに異なること、②医療機関間の役割分担・連携体制の構築が不十分であるとい

った課題・問題点があることが認識された。 

厚生労働省の「医療計画の見直し等に関する検討会」において、2024 年度からスタートす

る第 8 次医療計画の中に医療計画の 6 事業目に「新興感染症対策」を盛り込む方針が検討

会で固められており、さらにその下部組織である「地域医療構想に関するワーキンググループ」

では、「疾病構造の中長期的な変化傾向は変わらないために地域医療構想の考え方は変え

ずに、新興感染症による一時的な医療ニーズの急増には医療計画の対処方針に則って対応

する」こととされている。 

診療・検査医療機関の中には、①一部の時間帯を発熱患者等の診察時間に設定する、②

地域の複数の機関で輪番制を組み、曜日単位等で発熱患者等を診察する、③自施設で診療

するが、インフルエンザ、コロナウイルスの検体採取をしない、④自施設で診療をしなくても、近
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隣の診療・検査医療機関（仮称）、外来検査センター、休日夜間診療センターを紹介するなど、

様々な医療機関が存在する。 

そのため、各都道府県においては、地域医療構想調整会議において、発熱等の症状を呈し

た患者への対応について、それぞれの診療・検査医療機関の機能に応じた役割分担を検討す

る必要がある。 

 

２． 多くの医療機関がインフルエンザおよび COVID19 ともに診療対応する環境を整備し

た上で、診療・検査機関の名称・対応可能時間などについて、住民に対する情報提供

を進めるべき。 

【説明】 

都道府県が指定した診療・検査医療機関に係る情報について、ほぼ全ての都道府県で都

道府県医師会や郡市区医師会と共有していたが、web ページで一般に公開しているところは

少数だった。 

厚生労働省は、発熱患者等から相談を受けた際に、適切な医療機関を速やかに案内できる

よう、①診療・検査医療機関とその対応時間等を、地域の医療機関や「受診・相談センター」間

で随時、情報共有すること、②地域の医師会等とも協議・合意の上、「診療・検査医療機関」を

公表する場合は、自治体のホームページ等でその医療機関と対応可能時間等を公表する等、

患者が円滑に医療機関に受診できるよう更なる方策を講じること、の２点を各都道府県に要

請している。 

今回の結果から、上記の①はほとんどの都道府県で対応しているが、②について対応してい

る都道府県が少ないという結果となった。 

医療機関名を非公表にしたり、一部の公表にとどまったりする都道府県が多いのは、患者が

殺到することや風評被害を心配する医療機関が多いことが背景にあると思われる。 

発熱は最もありふれた症状で、多くの医療機関が診なくなれば地域の医療が回らなくなるこ

とから、可能な限り全ての施設が受け入れるのがあるべき姿であることから、患者にとって侵襲

が少なく手技が簡便で安全に唾液で検査できる体制や、適切な感染対策が可能であるよう

個人防護具の提供など、行政側のサポートを行った上で、多くの医療機関がインフルエンザお

よび COVID19 ともに診療対応する環境を整備し、自治体のホームページ等でその医療機関

と対応可能時間等について、住民に対する情報提供を進めることが必要である。 

 

３． 患者の経過を多職種連携により関係機関の間で把握できるシステムを構築すべき。 

【説明】 

COVID19 患者が医師により軽症又は無症状と判断された場合、その発生届を受けた保健

所は、自宅療養又は宿泊療養と判定し、一定期間にわたり療養者の状態把握のため、LINEな

どの ICT を活用したり、電話をかけたりして連絡を取っている。療養者数の増加に伴い、療養

者と職員双方への負担が問題になっている。 
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また、厚生労働省が各都道府県から報告を受け集計した結果、COVID19 患者のうち、自

宅や宿泊施設で療養中に死亡した人が昨年 12 月から今年 1 月 25 日に 12 都府県で 29

人（自宅療養中が 27 人、宿泊療養中が 2 人）に上り、このうち 10 人は入院や宿泊療養など

を調整中の患者だったことを１月 28 日に発表している。 

今後は、ICT を活用した療養者のモニタリングシステムを導入し、患者自身または家族が、

チャットでの定型質問に体調や症状を回答し、蓄積された健康に係るデータを自治体職員や

主治医が把握して、症状悪化や予兆のアラートをリアルタイムに受け取り、患者や家族と連絡

を取って、医療機関や訪問看護ステーション等と連携することで、安心・安全な療養に繋げるこ

とが期待できる。 

一部の自治体では、一般的に普及しているスマートフォンを活用し、アプリの一つである

「LINE」で自宅療養中の患者の容態のモニタリングを行うとともに、「Team」で医療機関、自

治体本庁、保健所等の多機関の職種間で情報共有・連携を行っているところがあるため、その

ような先行事例を横展開していくことが望まれる。 

 

【説明】 

危機管理の鉄則である「情報の共有」「指揮命令系統の明確化」こそ、感染症対応の根幹

である。 

政令指定都市や中核市は都道府県庁所在地であることが多く、医療資源は比較的豊かで

ある。また同じ都道府県内で感染の波及状況には濃淡がある場合、医療資源を補完し合いな

がら対処すべきで、そのためにも、都道府県庁の担当部局による調整は不可欠である。更によ

りきめ細やかでスピーディーな調整のために、健康危機管理事案の発生時には、政令指定都

市や中核市から都道府県庁にリエゾン的な人材を派遣し双方向での情報交換に努めるのが

望ましいと思われる。 

一方で、保健所間の横の連携は県型であろうが保健所設置市型であろうが、スピード感を

もって情報交換を行い、感染リンクの追求と迅速な対応に努めるべきである。 

また、県型保健所の所管する基礎自治体には、個々の自治体内の感染状況（特に自治体内

でのクラスター発生時）を随時リリーズする仕組み（パイプ＝保健所 vs 市町村保健医療担当

課）も必要ではないか。 

４．感染症対策は都道府県が主体となって対応すべく、全都道府県ベースの医療調

整、情報提供（報道対応）の一本化に努める一方、独自に保健所をもつ政令指

定都市や中核市等は都道府県の指揮命令系統下で、リアルタイムの情報共有に

努めるべき。 
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【説明】 

今回の緊急アンケートでは、回答時期が 11 月であったこともあり、多くの都府県である程度

年末年始の一次救急体制が整備されつつあった。二次医療圏単位、保健所単位で複数の基

礎自治体が郡市医師会の協力を得て体制を整える一方、政令指定都市や中核市は必ず保健

所が設置されているので、独自の対応を行うところもあった。熱発者の受診拒否や必要な検査

ができない検査難民を出してはならない。 

しかし、救急搬送される呼吸器症状を伴う発熱者の受け入れに関しては、場合によって都道

府県庁による二次医療圏をこえた調整が必要である。救急車受け入れのための COVID-19

対応可能な医療機関の輪番体制、疑似症患者の病床確保、医療圏をまたぐ広域の消防当局

の調整などは全都道府県統一の体制が必要と思われる。 

 

【説明】 

PCR 検査が、都道府県に設置されている地方衛生研究所や保健所による行政検査だけで

なく、医療機関が検査機器を購入しての独自検査、民間検査会社への依頼検査など検査枠

の拡大が著しい。このこと自体は好ましいことである。 

地域の感染拡大を抑えるための戦略には保健所の疫学調査に加えて、陽性検体の CT 値

は有益である。また地衛研は陽性検体を国立感染症研究所に送り、ゲノム分子疫学解析を行

ってクラスター系統の探知や変異株の検出を行っている。特にクラスター発生時のルーツの検

討や対策に役立てるため、また、病原体サーベイランスとして、国から全国の民間検査会社へ

の協力依頼が必要である。 

 

 

５． 年末年始や長期休暇中の発熱を伴っての受診希望者の診療・検査は、休日当番

医を担っている郡市医師会と行政（基礎自治体、保健所）が協議し、地域の実

情に応じた体制を構築すべき。また救急搬送を必要とする有症状者の受け入れ

には、都道府県が消防当局と連携し広域で調整すべき。 

６． PCR 陽性検体を可能な限り、都道府県の地方衛生研究所に集約して、国立感染

症研究所でのゲノム分子疫学解析に委ねて、クラスター対策や病原体サーベイ

ランスとして変異株の検出に寄与すべき。 
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Ⅳ クラスター発生時の施設支援（指導・助言）モデルおよび保健所チェッ

クリスト（資料編(2)クラスター発生時の施設支援（指導・助言）モデルお

よび（3）(3) クラスター発生時の保健所チェックリスト） 

(1) クラスター事例対応において求められる技術的・人的支援 

本症のクラスターは様々な場所で認めているが、より大きなインパクトを与える可能性が

ある医療機関や高齢者施設におけるクラスター事例への対応は優先度が高い。また、施

設の機能意維持と感染拡大防止を目的とした対策が必須となるため、感染症疫学、感染

管理や事例のマネジメントなどの様々な技術が必要となる。さらに、医療機関や高齢者施

設の職員が本症患者の濃厚接触した場合は、原則として自宅待機対象となるため、しば

しば施設の機能維持が課題となった。したがって、特に医療機関や高齢者施設等におけ

るクラスター事例に対しては、保健所等が事例対応をデザインし、地域の専門家および機

能維持のための人材の活用等をコーディネートできる仕組みを平時に用意することが、円

滑かつ適切な事例対応のポイントである。 

クラスター事例においては、疫学情報に基づいた全体像の把握、対策対象の特定およ

びリスク評価を行うことが重要である。対策対象を特定することができれば、より効率的な

対策の実施や専門家などの技術や知識を最大限に活用することが期待できる。 

(2) 既存の地域ネットワークの活用 

医療機関や高齢者施設における感染拡大防止には、医療関連感染対策および感染症

疫学の知識・技術が不可欠であるが、これらの技術をもつ感染管理認定看護師（ICN）

や実地疫学者を職員として配置している自治体および医療機関は多くない。一方で、厚生

労働省のモデル事業として開始された院内感染対策地域支援ネットワークや診療報酬に

よる感染防止対策加算によって、専門家の活用や地域連携が運用されてきた。 

(3) 地域ネットワークや専門家活用によるクラスター事例対応 

感染症法に基づく積極的疫学調査等を実施する保健所職員にはない技術や経験をも

つ地域の専門家の支援を活用し、クラスター対応することによって、適切にクラスター事例

を終息させることが期待できる。また、ICN の支援は、施設の感染対策の確認・改善など

が期待できるため、他疾患の集団発生の防止も期待できる。さらには、事例対応を行政職

員が経験することによって、OJT による人材育成も期待できる。 

(4) クラスターを認める施設および保健所の人的支援 

本モデルではクラスターを認めた施設に対策本部（機能）を設置することを想定してい

るが、クラスター事例対応中は本部機能を確保・維持できない可能性がある。そのような

場合に、施設内本部を運用するための施設内対策本部支援班の設置を提案している。ま

た、当該施設だけでなく、クラスター事例対応における保健所機能を維持するための保健

− 15 −



所支援班も提案した。これらの支援の主な目的は人的支援であるため、支援する職員の

技術的背景に強く拘ることは想定していない。 

上に併せて、施設内職員で多くの濃厚接触者を認めた場合に、施設の従来機能を維

持するために、看護協会および介護協会などの関連団体による人的支援も平時に用意し

ておくと良い。 

滋賀県では、これらの各支援体制を構築し、多くの事例に対応している。本モデルは滋

賀県の支援体制をより一般化し、各自治体の参考モデルとして提案する。 

 

Ⅴ COVID-19 対応のためのツール集の作成 

Ⅴ-1 クラスター事例集（資料編 （4）COVID-19 対応のためのツール集） 

国内の保健所による積極的疫学調査によって、COVID-19 患者の多くは接触者の感染源

になる可能性は低く、一部の患者が複数の 2 次感染者の感染源となっていることが指摘され

ている。すなはち、クラスター事例が本症の流行の原因となっていると考えられる。このような背

景から、国内においては、本症に対する重要な対策の一つとしてクラスター対応を位置づけ、特

に大規模クラスター事例およびクラスター事例の連鎖に対して、地域の専門家の活用および厚

生労働省クラスター対策班などの支援を受けながら対応してきた。 

これまで、国立感染症研究所による資料および各自治体が作成した資料などによって、クラ

スター事例の概要や対応方法などが国内において共有されており、各クラスター事例の特徴

や教訓などを確認することができる。各地域の流行状況によっては、十分な情報収集ができな

い事例も多いと推測するが、現状も不明確な点が多い本症に関する知見はできる限り蓄積お

よび共有することが非常に重要である。 

そこで、本研究班においても 6 事例のクラスター事例をまとめ、事例集を作成した。 

6 つ事例は、本症には他疾患では見られない特異的な感染経路や特徴的な環境などに起

因する事例などではなく、感染拡大した要因の一つとして対策の欠落が共通点であったと考え

られる。特に、高齢者施設および医療機関で認めたクラスター事例の背景には、平時における

標準予防策、飛沫感染対策および接触感染対策などの基本的な対策の欠落があったと言え

る。本事例集および他の事例情報などから、古典的かつ基本的な対策の重要性を改めて認識

し、次の流行に備えるべきである。 

ダイニングバーおよびスポーツジムの事例により、積極的疫学調査による接触者の追跡が

感染経路の特定および拡大防止に有用であることを改めて認識できる。このことからも、新型

コロナウイルスが他のウイルスと同様の経路によって感染拡大することを示しており、保健所に

よる丁寧な調査が非常に重要であることを示している。 

PCR 検査等の一斉検査を実施する場合は、検査の感度などの検査の特性、検体採取時期

や対象の選択などを考慮する必要がある。また、特に地域に対して一斉検査する場合は、活動

− 16 − − 17 −



性ウイルスが排出されている流行の初期に実施することと一定程度の陽性率が予想できる集

団に実施すると、意義のある検査結果が得られる可能性が高く、流行の抑制に効果が期待で

きる場合がある。沖縄県の事例は、一斉検査と一斉休業によって、流行抑制と風評被害防止す

ることができた事例であるが、様々な課題も示されており、示唆に富む資料である。 

これらのクラスター事例への対応経験は、例えば、結核の調査と類似する点があり、COVID

-19 対応だけに限定的に活用されるものではない。地域内の専門家の活用についても、他疾

患への応用を念頭に経験を蓄積していくべきである。 

 

Ⅴ-2 関連レポート集（資料編 （4）COVID-19 対応のためのツール集） 

感染症法（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律）第十六条には、

「厚生労働大臣及び都道府県知事は、第十二条から前条までの規定により収集した感染症に

関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当

該感染症の予防及び治療に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により

積極的に公表しなければならない。」と規定され、都道府県には感染症にかかる「情報の公

表」が求められている。 

新型コロナウイルス感染症においては、人類において新たに感染が確認された感染症であ

るため「情報の公表」について、国内初感染事例が確認された当初より、国民・県民から強く

求められていた。令和元年１月以降から感染拡大第１波（令和２年４月頃）までは、国民・県民

の関心事項は、日々の感染者数とその感染経路であったと思われる。第１波後には、国民・県

民の関心は、自粛要請の基準や解除基準にかかる「指標」に移っていった。令和２年５月には、

大阪府において、住民・事業者に対する「自粛要請」の判断基準と解除基準を示した「大阪モ

デル」が考案され、医療体制を評価する際の指標として「病床使用率」が使用された。その後、

「病床使用率」については、国における医療提供体制の指標としても使用され、第３波の感染

拡大期には、特に、注目され、連日報道されることとなった。このように、新型コロナウイルス感

染症にかかる情報は、この間、国民・県民の関心が非常に高いものとなっている。 

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大期に、都道府県は、感染拡大に応じた入院療

養体制を速やかに確保していくことが求められる。入院療養体制の確保には、県庁内の関係

部局、保健所、関係市町村、関係医療機関等との連携が必須であり、感染状況、入院療養体

制の状況と今後の予測等について、「関係者間での情報共有」を迅速に行うことが重要なも

のとなっている。 

そこで、本研究班では、「国民・県民への情報の公表」、また「関係者間での情報共有」につ

いて、都道府県が他の都道府県の事例を共有することにより、今後、更なる内容の充実が図れ

るよう、研究班所属の都道府県（大阪府、神奈川県、滋賀県）の事例について、関連レポート集

として取りまとめることとした。 
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今回とりまとめた３府県においては、いずれも感染状況の「見える化」が意識され、新規患者

発生については、週単位での評価がなされていた。また、「国民・県民への情報の公表」につい

ては、日々のホームページでの公表以外にも、今後の感染対策を協議する会議において、多く

の分析結果が示されているようである（別添「大阪府新型コロナウイルス対策本部会議資料」

参照）。また、滋賀県においては、「関係者間での情報共有」資料において、他の都道府県の感

染状況について、評価分析されていた（別添「日報 滋賀県 保健所医師会等向」）。 

新型コロナウイルス感染症については、ワクチン接種が開始されるものの、変異株の出現

等、感染拡大の波が今後生じる可能性は否定できない。そのため、今後も感染拡大状況によっ

ては、国民・県民に自粛要請等の協力を得ていく必要があること、また、入医療療養体制の確

保には、関係機関と連携していくことが必須であることから、「国民・県民への情報の公表」、ま

た「関係者間での情報共有」は、今後も都道府県が内容の充実を図っていくことが求められ

る。 

 

 

Ⅵ 提言 

1) 地域間の医療格差解消のために、各医療機関の役割を医療計画の見直しに当たって検

討し、それぞれの診療・検査機関の役割を明確にするべきである。 

今回の緊急アンケートにより、現下の COVID-19 に係る医療提供体制において、①診

療体制が地域ごとに異なること、②医療機関間の役割分担・連携体制の構築が不十分

であるといった課題・問題点があることが認識された。 

厚生労働省の「医療計画の見直し等に関する検討会」において、2024 年度からスタ

ートする第 8 次医療計画の中に医療計画の 6 事業目に「新興感染症対策」を盛り込む

方針が検討会で固められており、さらにその下部組織である「地域医療構想に関するワ

ーキンググループ」では、「疾病構造の中長期的な変化傾向は変わらないために地域医

療構想の考え方は変えずに、新興感染症による一時的な医療ニーズの急増には医療計

画の対処方針に則って対応する」こととされている。 

診療・検査医療機関の中には、①一部の時間帯を発熱患者等の診察時間に設定する、

②地域の複数の機関で輪番制を組み、曜日単位等で発熱患者等を診察する、③自施設

で診療するが、インフルエンザ、コロナウイルスの検体採取をしない、④自施設で診療をし

なくても、近隣の診療・検査医療機関（仮称）、外来検査センター、休日夜間診療センター

を紹介するなど、様々な医療機関が存在する。 

そのため、各都道府県においては、地域医療構想調整会議において、発熱等の症状を

呈した患者への対応について、それぞれの診療・検査医療機関の機能に応じた役割分担

を検討する必要がある。 
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2) 多くの医療機関がインフルエンザおよび COVID-19 ともに診療対応する環境を整備し

た上で、診療・検査機関の名称・対応可能時間などについて、住民に対する情報提供を

進めるべきである。 

都道府県が指定した診療・検査医療機関に係る情報について、ほぼ全ての都道府県

で都道府県医師会や郡市区医師会と共有していたが、web ページで一般に公開してい

るところは少数だった。 

厚生労働省は、発熱患者等から相談を受けた際に、適切な医療機関を速やかに案内

できるよう、①診療・検査医療機関とその対応時間等を、地域の医療機関や「受診・相談

センター」間で随時、情報共有すること、②地域の医師会等とも協議・合意の上、「診療・

検査医療機関」を公表する場合は、自治体のホームページ等でその医療機関と対応可能

時間等を公表する等、患者が円滑に医療機関に受診できるよう更なる方策を講じること、

の２点を各都道府県に要請している。 

今回の結果から、上記の①はほとんどの都道府県で対応しているが、②について対応

している都道府県が少ないという結果となった。 

医療機関名を非公表にしたり、一部の公表にとどまったりする都道府県が多いのは、患

者が殺到することや風評被害を心配する医療機関が多いことが背景にあると思われる。 

発熱は最もありふれた症状で、多くの医療機関が診なくなれば地域の医療が回らなく

なることから、可能な限り全ての施設が受け入れるのがあるべき姿であることから、安全に

唾液で検査できる体制や、個人防護具の提供など、行政側のサポートを行った上で、多く

の医療機関がインフルエンザおよび COVID-19 ともに診療対応する環境を整備し、自

治体のホームページ等でその医療機関と対応可能時間等について、住民に対する情報提

供を進めることが必要である。 

3) 患者の経過を多職種連携により把握できるシステムを構築すべきである。 

COVID-19 患者が医師により軽症又は無症状と判断された場合、その発生届を受け

た保健所は、自宅療養又は宿泊療養と判定し、一定期間にわたり療養者の状態把握のた

め、LINE などの ICT を活用したり、電話をかけたりして連絡を取っている。療養者数の増

加に伴い、療養者と職員双方への負担が問題になっている。また、厚生労働省が各都道

府県から報告を受け集計した結果、COVID-19 患者のうち、自宅や宿泊施設で療養中

に死亡した人が昨年 12 月から今年 1 月 25 日に 12 都府県で 29 人（自宅療養中が

27 人、宿泊療養中が 2 人）に上り、このうち 10 人は入院や宿泊療養などを調整中の患

者だったことを１月 28 日に発表している。 

今後は、ICT を活用した療養者のモニタリングシステムを導入し、患者自身または家族

が、チャットでの定型質問に体調や症状を回答し、蓄積された健康に係るデータを自治体

職員や主治医が把握して、症状悪化や予兆のアラートをリアルタイムに受け取り、患者や

家族と連絡を取って、医療機関や訪問看護ステーション等と連携することで、安心・安全な

療養に繋げることが期待できる。 
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一部の自治体では、一般的に普及しているスマートフォンを活用し、アプリの一つである

「LINE」で自宅療養中の患者の容態のモニタリングを行うとともに、「Teams」で医療機

関、自治体本庁、保健所等の多機関の職種間で情報共有・連携を行っているところがあ

るため、そのような先行事例を横展開していくことが望まれる。 

4) 年末年始や長期休暇中の発熱を伴っての受診希望者の診療・検査は、休日当番医を担

っている郡市医師会と行政（基礎自治体、保健所）が協議し、地域の実情に応じた体制を

構築すべき。また救急搬送を必要とする有症状者の受け入れには、都道府県が調整すべ

きである。 

今回の緊急アンケートでは、回答時期が 11 月であったこともあり、多くの都府県であ

る程度年末年始の一次救急体制が整備されつつあった。二次医療圏単位、保健所単位

で複数の基礎自治体が郡市医師会の協力を得て体制を整える一方、政令指定都市や中

核市は必ず保健所が設置されているので、独自の対応を行うところもあった。熱発者の受

診拒否や必要な検査ができない検査難民を出してはならない。しかし、救急搬送される呼

吸器症状を伴う発熱者の受け入れに関しては、場合によって都道府県庁による二次医療

圏をこえた調整が必要である。救急車受け入れのための COVID-19 対応可能な医療

機関の輪番体制、疑似症患者の病床確保、医療圏をまたぐ広域の消防当局の調整など

は全都道府県統一の体制が必要と思われる。 

年末年始の医療体制の課題を抽出し、これから迎える５月の連休および 8 月の盆休み

などにおいても必要な診療・検査を提供するために、備えることが必要である。 

5) 感染症は都道府県が主体となって対応すべく、全都道府県ベースの医療調整、情報提供

（報道対応）の一本化に努める一方、独自に保健所をもつ政令指定都市や中核市等は

都道府県の指揮命令系統下で、リアルタイムの情報共有に努めるべきである。 

危機管理の鉄則である「情報の共有」「指揮命令系統の明確化」こそ、感染症対応の

根幹である。 

政令指定都市や中核市は都道府県庁所在地であることが多く、医療資源は比較的豊

かである。また同じ都道府県内で感染の波及状況には濃淡がある場合、医療資源を補完

し合いながら対処すべきで、そのためにも、都道府県庁の担当部局による調整は不可欠

である。更によりきめ細やかでスピーディーな調整のために、健康危機管理事案の発生時

には、政令指定都市や中核市から都道府県庁にリエゾン的な人材を派遣し双方向での

情報交換に努めるのが望ましいと思われる。一方で、保健所間の横の連携は県型であろ

うが保健所設置市型であろうが、スピード感をもって情報交換を行い、感染リンクの追求と

迅速な対応に努めるべきである。また、県型保健所の所管する基礎自治体には、個々の自

治体内の感染状況（特に自治体内でのクラスター発生時）を随時リリーズする仕組み（パ

イプ＝保健所 vs 市町村保健医療担当課）も必要ではないか。 
6) 感染拡大時における広域での検査・受診・入院等医療機関の確保 
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感染拡大時においては、保健所単位ではなく都道府県単位で医療機関調整を行うべ

きであるが、さらに県を超えて広域で、検査、受診、入院を調整することが可能であるよう、

自治体間の連携協定などを予め締結することが考えられる。特に、職住が共通する環境

においては、日常から勤務地と居所や住民登録の場所が異なっている住民も多く、その場

合、対策の方針が異なることで、円滑な感染症対策が行われないことも懸念されるため、

住民の生活を考慮した広域対策が実現できるようにしたい。 

7) 医療機関、高齢者等施設および通所施設におけるクラスター対応支援を組織化するべき

である。 

高齢者施設等のクラスター発生に対応するため、自治体本庁など保健所以外の主体

で「クラスター対策班」をあらかじめ設置しておくことが有効である。チームには感染症の

臨床の専門家（ICN など）や高齢者や障がい者等の施設担当部署の職員を配し、保健

所の事例対応（積極的疫学調査など）を支援する。これにより、保健所は現場の感染防御

の直接対応の負担が軽減されることが期待される。 

支援を通しての人材育成や、一定期間後の保健所への技術移転、方針の共有もはから

れるべきである。高齢者施設等では、日頃相談する医療機関に、新型コロナ感染症の早

期発見を意識してもらうなど、連携を強化しておく必要がある。 

一方、高齢者施設等でクラスターが発生した場合、陽性者全員を直ちに重点医療機関

等に入院させることが困難なため、施設内療養（いわゆる籠城）という選択をせざるを得

ない状況となっている。そのため、施設管理者はクラスター発生時に備えた感染症対応に

関する職員への教育を行うとともに、入所者等に対して ACP（Advanced Care 

Planning）を進めるなど、施設内で療養するための環境整備を図るよう働きかける必要

がある。 

8) 市中や繁華街においてクラスター事例が連鎖する場合などにおいては、大規模集団検査

の実施を検討するべきである。 

市中、繁華街等でのクラスター発生の連鎖を食い止める手段として、地区を区切った短

期間での大規模な PCR 集団検査は有効であるが、検査の対象とその背景を理解するほ

か、可能な限り十分な人員と予算を確保すべきである。これにより、オペレーション自体で

地域発の大規模感染の封じ込めに成功するだけでなく、検査に際しての対象者、関係者、

協力機関との円滑なコミュニケーションが図れることにより、信頼関係を築くことが期待さ

れる。しかし、検査に際して検査対象者と検査希望者の不一致、休業と対象者の事情も考

慮された保証問題、風評被害など、起こりうる課題を想定し、慎重に実施することが重要

である。 

9) クラスター多発などによる感染拡大時において県外等から応援を受ける体制を整備する

べきである。 

応援部隊の効果的なマッチングを得るため、県から派遣を求める人材の事前周知を行

うとともに、受援の開始後は総合調整機能、看護師受け入れ調整機能、検査対応機能、保
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健所支援機能など特にロジスティックスやマネジメントとして、対策本部機能を強化するべ

きである。受援の環境としては、対策本部近くに支援チームの席を設け、日々のコミュニケ

ーションを取りながら課題を共有することが重要である。これらの環境整備により、対策本

部の総合的な支援が目に見える形で管理できることが期待される。 

一定の支援期間終了後は、クラスター支援班を常設して連絡体制を保つとともに、県内

各地のモニタリングを継続して早めの対応に備えるのが望ましい。 

特に高齢者施設でクラスター事例を認めた場合には、感染症疫学および感染管理など

の感染拡大防止のための技術的支援とともに、当該施設内に設置される対策本部に受

援のための体制を構築することを併せて検討するべきである。 

10) 保健所の通常業務を超えた感染拡大時の感染症対策 

今回「クラスター発生時の施設支援モデル」を示したが、保健所は積極的疫学調査の

他、入院調整、療養施設への案内と健康観察、自宅療養の健康観察、その他相談業務を

行っていることが多く、陽性例、クラスターの増加に伴い、モデルに示した役割が大きな負

担となってくる。 

そこで、このモデルにおいて保健所を設置する自治体（都道府県区市）の本庁組織に

おいて、早くから対策本部を設置し、保健、福祉以外の部署職員の参加も得て、全庁的に

入院調整や療養施設調整、クラスター支援等の機能を持たせておくべきである。陽性例

が増加したときに保健所の対応が追いつかないことが想定されるので、入院待機や調整

中の人数を減らし、自宅療養者等の健康観察を速やかに行うこと等が期待される。 

11) 地方衛生研究所の病原体解析機能を強化するべきである。 

PCR 検査が、都道府県に設置されている地方衛生研究所や保健所による行政検査だ

けでなく、医療機関が検査機器を購入しての独自検査、民間検査会社への依頼検査など

検査枠の拡大が著しい。そこで、COVID-19 診断のための検査センターの役割を縮小・

できれば中止し、研究機関として病原体の解析（伝播や分布の特徴や変異株の解析な

ど）を積極的に行うべきである。保健所の疫学調査に、ウイルス量と逆相関することが知ら

れている threshold cycle(Ct)値も活用が期待できる。補助診断としては民間検査機関

の検査機能を活用する。それにより、地域の流行状況を正確により詳しく把握することにな

り、関係者で現状認識を共有し、医療機関へ還元するなど根拠のある対策につなげられ

る。この場合、行政検査だけでなく、保険診療分も含め、一定以上の検体が収集できる仕

組みが必要である。 

12) 全国的に同一の指標を用いて COVID-19 の発生動向を評価し、全国もしくは地域の政

策決定の一助とするべきである。このために、特に地方感染症情報センター機能を強化す

るべきである。 

COVID-19 の地域的流行を把握するためには、共通の生活圏を持つ自治体の発生

動向の把握が不可欠である。しかし、新型コロナウイルス対策分科会から発生状況のス
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テージの判断に用いる評価指標が提案されるまでは、共通する評価指標や様式がなかっ

たため、自治体を跨ぐ発生動向の把握や比較は容易ではなかった。 

現状は各地域において利用できる COVID-19 関連情報に相違が存在する可能性が

ある。すなはち、発生動向に応じた対策実施ができているか否かが地域によって異なる可

能性がある。特に、国内全域で発生している本症においては、全国で統一的な指標および

様式を用いて発生状況を評価および公開することが必要である。 

地方感染症情報センターの機能や担当職員数には地域間格差が大きいことが、地方

衛生研究所全国協議会による調査等によって示されており、機能強化が提案されてきた。 

新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードおよび分科会においては、発生動

向の評価および評価に基づく対策が提案されており、各地方においても同様に発生動向

の解析・評価結果に基づいて施策が決定されていると推測する。これらの発生動向の評

価は、日頃より感染症発生動向調査結果を解析および評価している地方感染症情報セン

ターで実施するべきである。また、感染症情報センターの日常業務で利用する技術は、ク

ラスター事例の情報の整理、記述疫学等にも活用されるべきである。 

各自治体は、COVID-19 対応を通じて感染症情報の重要性および感染症情報センタ

ーの役割および位置づけを再確認するべきである。本庁との情報共有や人材活用の観点

から、COVID-19 対応のような非常時においては、、感染症情報センター担当者の業務

場所は柔軟に変更するべきである。 
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Ⅶ 資料 

(1) 都道府県調査 調査票および集計結果

(2) クラスター発生時の施設支援（指導・助言）モデル

(3) クラスター発生時の保健所チェックリスト

(4) COVID-19 対応のためのツール集

− 24 − − 25 −



 

 

 

 

(1) 都道府県質問票および集計結果 
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都道府県調査 質問票 
自治体における新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急アンケート 

 
都道府県名  
ご担当部署名  
ご担当者名  
メールアドレス  

 
「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」（９月４日厚労省事務連絡）において、以下の２
点の記載があり、本年 10 月中を目途に指定された診療・検査医療機関（仮称）について、現時点の情
報公開・共有の状況について伺います。 
 
・都道府県は、地域の医療機関に対して、診療・検査医療機関（仮称）や検査センターの情報を共有し

ておく。 
・各地域や医療機関において、その実情を踏まえて、院内感染を防止しつつ、発熱患者の診療・検査を

行う体制を検討していく必要がある。 
 
１．指定した診療・検査医療機関（仮称）の関係機関との情報共有について、以下のうちあてはまるも
の全てに〇を入れてください。 
（  ）web ページで一般に公開している。（  ）都道府県医師会と共有している。 
（  ）郡市区医師会と共有している。    （  ）都道府県内の病院・診療所の全てと共有している。 
（  ）政令指定都市と共有している。  （   ）中核市と共有している。 
（  ）その他の保健所設置市と共有している。（  ）保健所を設置していない市町村と共有している。 
（  ）その他（                   ） 
 
２．１．の情報共有に係る例外的措置について、以下のうちあてはまるもの全てに〇を入れてください。 
（  ）自施設に受診する患者のみに検査をする医療機関（他施設からの紹介は受けない）は情報共有

しない。 
（  ）集合契約はするが、国の補助を受けない医療機関（他施設からの紹介は受けない）は情報共有

しない。 
（  ）その他（                   ） 
 
３．発熱患者の診療・検査を行う体制としてどのような対応を予定していますか。以下のうちあてはま
るもの全てに〇を入れてください。 
（  ）指定した診療・検査医療機関（仮称）の診察時間のうち、一部の時間帯を発熱患者等の診察時

間に設定。 
（  ）地域の複数の診療・検査医療機関（仮称）で輪番制を組み、曜日単位等で発熱患者等を診察す

る医療機関を設定。 
（  ）自施設で診療するが、インフルエンザ、コロナウイルスの検体採取をしない医療機関を、診療・

検査医療機関（仮称）に指定。 

− 26 − − 27 −



（  ）自施設で診療をしなくても、近隣の診療・検査医療機関（仮称）、外来検査センター、休日夜間
診療センターを紹介する仕組みを構築。 

（  ）発熱患者等が指定した診療・検査医療機関（仮称）を受診するための予約の仕組みを構築。 
（  ）その他（                   ） 
 
４．３．の発熱患者の診療・検査を行う体制について、あてはまるもの全てに○をつけて下さい。 
（  ）全県統一体制     （  ）二次医療圏ごとに対応 （  ）保健所単位で対応 
（  ）市町村単位で対応 （  ）政令指定都市、中核市は独自に対応 
 
５．都道府県の休日および夜間診療所での検査体制について、か所数をご記入下さい。 
（１）自治体ないしは医師会が運営する日祝日昼間および夜間診療所（   か所） 

A．インフルもコロナも検査を行う（   か所） 
B．インフルのみ検査を行う（   か所） 
C．インフルもコロナも検査は行わない（   か所） 
 

（２）公的病院、⺠間病院等の外来で行う日祝日昼間および夜間診療所（   か所） 
A．インフルもコロナも検査を行う（   か所） 
B．インフルのみ検査を行う（   か所） 
C．インフルもコロナも検査は行わない（   か所） 
 

（３）その他、（時間外診療所の設置なし、検討中、等） 
（                           ） 
 

６．都道府県内の PCR センター（検体採取センター）の設置数について、か所数をご記入下さい。 
（１） 公設（  か所）   

A．ドライブスルーのみ（  か所）      A．行政検査のみ（   か所） 
B．ドライブスルー併用（   か所）      B．行政検査と保険診療併用（   か所） 
C．ドライブスルーなし（   か所）      C．保険診療のみ（   か所） 

 
（２）医師会設置（  か所）  

A．ドライブスルーのみ（  か所）      A．行政検査のみ（   か所） 
B．ドライブスルー併用（   か所）      B．行政検査と保険診療併用（   か所） 
C．ドライブスルーなし（   か所）      C．保険診療のみ（   か所） 

 
（３）医療機関内での設置（  か所）  

A．ドライブスルーのみ（  か所）      A．行政検査のみ（   か所） 
B．ドライブスルー併用（   か所）      B．行政検査と保険診療併用（   か所） 
C．ドライブスルーなし（   か所）      C．保険診療のみ（   か所） 
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（４）その他の設置（  か所）  
A．ドライブスルーのみ（  か所）      A．行政検査のみ（   か所） 
B．ドライブスルー併用（   か所）      B．行政検査と保険診療併用（   か所） 
C．ドライブスルーなし（   か所）      C．保険診療のみ（   か所） 

 
７．年末年始の診療、検査体制について、あてはまるもの全てに○をつけて下さい。 
（  ）全県統一体制  （ ）二次医療圏ごとに対応 （ ）保健所単位で対応 
（  ）市町村単位で対応 （ ）政令指定都市、中核市は独自に対応 
 
８．年末年始の診療、検査体制について、あてはまるもの全てに〇を入れてください。 
（  ）診察は、休日夜間診療所を中心に構築 
（  ）診察は、当番医を中心に構築 
（  ）休日夜間診療所の後方支援体制は輪番を組む 
（  ）発熱外来を設置（常設 or 輪番） 
（  ）PCR センターを中心に検査体制を整える 
（  ）検査医療機関の輪番を組む 
（  ）郡市医師会と保健所などの行政機関が話し合いを進めている 
 
9.  診療・検査医療機関（仮称）について、特徴的な取り組みや他自治体の参考となりそうな取り組み
があれば、ご記載をお願いします。その他、ご自由に記載ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご協力ありがとうございました。 
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都道府県調査 集計結果
自治体における新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急アンケート

回答率 91.5% （43/47都道府県）

感染拡大地域 / 東京都、神奈川県、栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県 （９都府県）

１．指定した診療・検査医療機関（仮称）の関係機関との情報共有について、以下のうちあてはまるもの全てに〇を入れてください。

webページで
一般に公開し
ている

都道府県医師
会と共有して
いる

郡市区医師会
と共有してい
る

都道府県内の
病院・診療所
の全てと共有
している

政令指定都市
と共有してい
る

中核市と共有
している

その他の保健
所設置市と共
有している

保健所を設置
していない市
町村と共有し
ている

その他 未回答

計 8 40 39 20 12 31 9 9 17 0
うち感染
拡大地域

3 9 7 1 6 7 3 1 3 0

２．１．の情報共有に係る例外的措置について、以下のうちあてはまるもの全てに〇を入れてください。
自施設に受診
する患者のみ
に検査をする
医療機関（他
施設からの紹
介は受けな
い）は情報共
有しない

集合契約はす
るが、国の補
助を受けない
医療機関（他
施設からの紹
介は受けな
い）は情報共
有しない

その他 未回答

計 3 6 12 23
うち感染
拡大地域

0 1 4 4

３．発熱患者の診療・検査を行う体制としてどのような対応を予定していますか。以下のうちあてはまるもの全てに〇を入れてください。

指定した診
療・検査医療
機関（仮称）
の診察時間の
うち、一部の
時間帯を発熱
患者等の診察
時間に設定

地域の複数の
診療・検査医
療機関（仮
称）で輪番制
を組み、曜日
単位等で発熱
患者等を診察
する医療機関
を設定

自施設で診療
するが、イン
フルエンザ、
コロナウイル
スの検体採取
をしない医療
機関を、診
療・検査医療
機関（仮称）
に指定

自施設で診療
をしなくて
も、近隣の診
療・検査医療
機関（仮
称）、外来検
査センター、
休日夜間診療
センターを紹
介する仕組み
を構築

発熱患者等が
指定した診
療・検査医療
機関（仮称）
を受診するた
めの予約の仕
組みを構築

その他 未回答

計 39 4 28 29 7 4 0
うち感染
拡大地域

7 1 4 6 3 1 0

４．３．の発熱患者の診療・検査を行う体制について、あてはまるもの全てに○をつけて下さい。

全県統一体制
二次医療圏ご
とに対応

保健所単位で
対応

市町村単位で
対応

政令指定都
市、中核市は
独自に対応

未回答

計 24 13 12 1 6 0
うち感染
拡大地域

5 0 2 0 1 0

５．都道府県の休日および夜間診療所での検査体制について、か所数をご記入下さい。
（１）自治体ないしは医師会が運営する日祝日昼間および夜間診療所（   か所）
（２）公的病院、民間病院等の外来で行う日祝日昼間および夜間診療所（   か所）
（３）その他、（時間外診療所の設置なし、検討中、等）

６．都道府県内のPCRセンター（検体採取センター）の設置数について、か所数をご記入下さい。
 （１）公設（  か所）

（２）医師会設置（  か所）
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（３）医療機関内での設置（  か所）
（４）その他の設置（  か所）

７．年末年始の診療、検査体制について、あてはまるもの全てに○をつけて下さい。

全県統一体制
二次医療圏ご
とに対応

保健所単位で
対応

市町村単位で
対応

政令指定都
市、中核市は
独自に対応

未回答 （検討中） （該当なし）

計 12 14 15 2 6 5 3 2
うち感染
拡大地域

3 0 3 0 1 0 1 2

８．年末年始の診療、検査体制について、あてはまるもの全てに〇を入れてください。

診察は、休日
夜間診療所を
中心に構築

診察は、当番
医を中心に構
築

休日夜間診療
所の後方支援
体制は輪番を
組む

発熱外来を設
置（常設 or
輪番）

PCRセンター
を中心に検査
体制を整える

検査医療機関
の輪番を組む

郡市医師会と
保健所などの
行政機関が話
し合いを進め
ている

未回答 （検討中） （該当なし）

計 10 14 2 3 6 4 26 6 2 1
うち感染
拡大地域

2 1 1 1 1 0 4 1 1 1
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（３）医療機関内での設置（  か所）
（４）その他の設置（  か所）

７．年末年始の診療、検査体制について、あてはまるもの全てに○をつけて下さい。

全県統一体制
二次医療圏ご
とに対応

保健所単位で
対応

市町村単位で
対応

政令指定都
市、中核市は
独自に対応

未回答 （検討中） （該当なし）

計 12 14 15 2 6 5 3 2
うち感染
拡大地域

3 0 3 0 1 0 1 2

８．年末年始の診療、検査体制について、あてはまるもの全てに〇を入れてください。

診察は、休日
夜間診療所を
中心に構築

診察は、当番
医を中心に構
築

休日夜間診療
所の後方支援
体制は輪番を
組む

発熱外来を設
置（常設 or
輪番）

PCRセンター
を中心に検査
体制を整える

検査医療機関
の輪番を組む

郡市医師会と
保健所などの
行政機関が話
し合いを進め
ている

未回答 （検討中） （該当なし）

計 10 14 2 3 6 4 26 6 2 1
うち感染
拡大地域

2 1 1 1 1 0 4 1 1 1

ク
ラ
ス
タ
ー
発
生
時
の
施
設
支
援
（
指
導
・
助
言
）
モ
デ
ル

感
染
症
法
に
基
づ
い
て
実
施
す
る
保
健
所
業
務
の
支
援
等

保
健
所
（
保
健
所
内
対
策
本
部

本
部
⾧
；
保
健
所
⾧
）

1.
総
合
調
整

2.
積
極
的
疫
学
調
査
と
デ
ー
タ
解
析

1）
患
者
対
応

2）
濃
厚
接
触
者
同
定

3.
検
査
対
応
（
検
体
回
収
・
搬
送
）

4.
施
設
の
相
談
対
応

5.
各
支
援
の
依
頼

職
員
の
感
染
防
止

機
能
維
持
・
機
能
回
復

病
院
・
介
護
施
設

施
設
内
対
策
本
部

支
援

関
係
団
体

•
看
護
協
会

•
介
護
協
会

•
病
院
協
会
な
ど

調 整

人
的
支
援

施
設
内
対
策
本
部
支
援
班

•
対
策
本
部
の
運
営
支
援

•
施
設
の
機
能
維
持
・
機
能
回
復

•
発
生
状
況
、
施
設
内
職
員
の
健
康
管
理
、

人
的
・
物
的
資
源
、
患
者
搬
送
等
の
把
握

ク
ラ
ス
タ
ー
班

•
濃
厚
接
触
者
の
確
認
と
デ
ー
タ
の
解
析

•
リ
ス
ク
評
価

•
感
染
管
理
と
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
支
援
・
評
価

•
対
応
方
針
や
対
応
方
法
へ
の
助
言

保
健
所
支
援
班

•
保
健
所
の
ク
ラ
ス
タ
ー
対
応
業

務
も
し
く
は
通
常
業
務
な
ど
を

行
い
、
保
健
所
の
機
能
維
持
を

支
援

IC
D/

IC
N

•
県
ク
ラ
ス
タ
ー
班
と
と
も
に
感

染
管
理
と
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
支

援
・
評
価

•
教
育
と
研
修

庁
内
施
設
管
理
主
管
課

•
状
況
把
握

•
人
的
支
援
の
必
要
性
の
評
価

•
連
絡
・
調
整

本
庁

感
染
症
対
策
主
管
課

病
院
管
理
課

高
齢
者
施
設
管
理
主
管
課

障
害
者
施
設
管
理
主
管
課
な
ど

− 31 −



ク
ラ
ス
タ
ー
発
生
時
の
支
援
モ
デ
ル
 
関
係
機
関
の
機
能
・
役
割
と
人
選
目
安

関
係
機
関

機
能
・
役
割

人
選
目
安

活
用
を
検
討
す
る
事
例

保
健
所

・
総
合
調
整

・
積
極
的
疫
学
調
査
（
感
染
源
調
査
・
感
染
拡
大
調
査
）
、
デ
ー
タ
収
集
お
よ
び
デ
ー
タ
解
析
を
行
う
。

・
施
設
内
の
対
策
の
実
施
状
況
、
患
者
発
生
状
況
の
確
認
お
よ
び
健
康
観
察
等
に
よ
る
リ
ス
ク
評
価
を
行
う
。

・
施
設
の
相
談
対
応
を
行
う
。

・
各
支
援
の
必
要
性
を
評
価
し
、
必
要
に
応
じ
て
支
援
依
頼
を
行
う
。

・
行
政
検
査
の
た
め
の
検
体
回
収
お
よ
び
搬
送
を
行
う
。

・
施
設
に
お
け
る
感
染
管
理
お
よ
び
ゾ
ー
ニ
ン
グ
等
の
技
術
的
助
言
を
行
う
。
（
助
言
を
受
け
、
そ
の
後
の
成
果
評
価
）

・
必
要
に
応
じ
て
、
施
設
職
員
に
対
す
る
研
修
を
実
施
す
る
。

・
施
設
に
お
け
る
課
題
、
対
応
に
お
け
る
課
題
を
整
理
し
、
県
庁
関
係
課
、
他
保
健
所
お
よ
び
県
民
と
共
有
す
る
。

ー
ー

保
健
所
支
援
専
門
班

・
保
健
所
の
ク
ラ
ス
タ
ー
対
応
業
務
も
し
く
は
通
常
業
務
な
ど
を
行
い
、
保
健
所
の
機
能
維
持
を
支
援
す
る
。

・
ク
ラ
ス
タ
ー
対
応
を
行
っ
て
い
な
い
保
健
所
の
職
員
を
派
遣
す
る
。

大
規
模
事
例

複
数
事
例
の
並
行
対
応

対
策
本
部
支
援
班

・
発
生
状
況
、
施
設
内
職
員
の
健
康
把
握
、
人
的
・
物
的
資
源
、
患
者
搬
送
等
を
把
握
し
、
ク
ラ
ス
タ
ー
事
例
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
。

・
情
報
連
絡
員
（
リ
エ
ゾ
ン
）
と
し
て
対
策
本
部
お
よ
び
保
健
所
と
の
情
報
共
有
を
支
援
す
る
。

・
各
施
設
管
理
主
管
課
か
ら
優
先
的
に
職
員
を
派
遣
す
る
。

・
必
要
に
応
じ
て
、
ク
ラ
ス
タ
ー
班
担
当
職
員
を
派
遣
す
る
。

対
策
本
部
機
能
が
脆
弱
な
施
設

に
お
け
る
事
例

ク
ラ
ス
タ
ー
班

・
厚
生
労
働
省
ク
ラ
ス
タ
ー
班
お
よ
び
IC
D/

IC
Nの

派
遣
調
整
、
庁
内
関
係
施
設
主
管
課
と
の
調
整
等
、
ク
ラ
ス
タ
ー
班
の
チ
ー
ム
編
成
を
行
う
。

・
デ
ー
タ
解
析
、
リ
ス
ク
評
価
、
施
設
に
お
け
る
感
染
管
理
お
よ
び
ゾ
ー
ニ
ン
グ
等
の
技
術
的
助
言
お
よ
び
支
援
を
行
う
（
保
健
所
へ
の
技
術
的
支

援
）
。

・
接
触
・
飛
沫
感
染
対
策
を
理
解
し
て
い
る
。

・
適
切
に
PP

Eを
着
脱
で
き
る
。

・
感
染
管
理
に
つ
い
て
助
言
で
き
る
。

・
積
極
的
疫
学
調
査
等
の
感
染
症
疫
学
に
関
連
す
る
研
修
を
受
講
し
て
い

る
。

・
事
前
に
メ
ン
バ
ー
登
録
さ
れ
て
い
る
。

・
技
術
的
に
対
応
困
難
な
事
例

・
圏
域
を
跨
ぐ
事
例

・
厚
生
労
働
省
ク
ラ
ス
タ
ー
班

の
支
援
を
受
け
る
事
例

IC
D(

イ
ン
フ
ェ
ク
シ
ョ
ン
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
ド
ク
タ
ー
)/
IC
N（

感
染
管

理
認
定
看
護
師
）

【
ク
ラ
ス
タ
ー
班
と
と
も
に
活
動
】

・
ク
ラ
ス
タ
ー
が
発
生
し
た
施
設
お
よ
び
県
医
療
政
策
課
（
県
ク
ラ
ス
タ
ー
班
）
か
ら
の
依
頼
に
基
づ
い
て
、
IC
D/

IC
Nを

派
遣
す
る
。

・
派
遣
さ
れ
た
IC
Nは

ク
ラ
ス
タ
ー
と
と
も
に
感
染
管
理
や
ゾ
ー
ニ
ン
グ
な
ど
に
つ
い
て
助
言
を
行
う
。

・
患
者
の
発
生
状
況
の
確
認
や
ラ
ウ
ン
ド
等
に
よ
り
、
対
策
の
評
価
を
継
続
的
に
実
施
す
る
。

・
必
要
に
応
じ
て
、
施
設
職
員
に
対
す
る
研
修
を
実
施
す
る
。

・
事
前
に
メ
ン
バ
ー
登
録
さ
れ
て
い
る

・
感
染
拡
大
す
る
可
能
性
が
あ

る
事
例

・
ゾ
ー
ニ
ン
グ
が
困
難
な
事
例

関
連
施
設
支
援
団
体

・
施
設
の
機
能
維
持
等
の
た
め
の
人
的
支
援
を
関
連
施
設
と
調
整
す
る
。

ー
職
員
の
多
く
が
濃
厚
接
触
者
で

あ
る
事
例

本
庁
関
係
課

病
院
管
理
課

高
齢
者
施
設
管
理
主
管
課

障
害
者
施
設
管
理
主
管
課
な
ど

・
状
況
把
握
を
把
握
し
、
人
的
支
援
の
必
要
性
な
ど
を
評
価
す
る
。

・
関
連
団
体
と
人
的
支
援
に
つ
い
て
調
整
す
る
。

・
各
施
設
管
理
主
管
課
か
ら
優
先
的
に
職
員
を
派
遣
す
る
。

・
大
規
模
事
例

・
職
員
の
多
く
が
濃
厚
接
触
者

で
あ
る
事
例
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(3) クラスター発生時の保健所チェック

リスト 
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 別
添

 2
-
1
 全

体
版

　
保

健
所

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト

（
１

）
体

制
整

備
（
２

）
実

態
把

握
（
３

）
感

染
拡

大
防

止
（
４

）
医

療
・
介

護
提

供
体

制
確

保
（
５

）
病

院
・
介

護
施

設
管

理

1
□

感
染

管
理

体
制

の
把

握
・
確

認
□

感
染

症
サ

ー
ベ

ラ
ン

ス
□

発
生

時
の

応
援

体
制

構
築

□
管

内
感

染
管

理
連

絡
会

議

□
管

内
　

IC
D

、
IC

N
と

連
携

を
図

る

2
□

感
染

管
理

体
制

の
確

認
□

発
生

状
況

把
握

□
対

策
徹

底
指

示
□

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

の
確

認
□

P
P

E
等

物
資

の
在

庫
確

認

□
管

内
感

染
管

理
連

絡
会

議
□

リ
ス

ク
集

団
患

者
把

握
□

そ
の

他
　

物
資

確
認

□
情

報
受

信
体

制
□

感
染

源
の

確
認

3
□

初
期

感
染

防
止

対
策

指
示

□
積

極
的

疫
学

調
査

□
患

者
転

院
対

応
□

入
院

・
外

来
制

限
把

握
□

施
設

管
理

状
況

把
握

□
対

策
本

部
立

ち
上

げ
確

認
　

□
発

生
状

況
確

認
□

感
染

対
策

確
認

・
指

導
□

実
働

可
能

ス
タ

ッ
フ

確
認

□
P

P
E
充

足
状

況
の

把
握

□
IC

D
/
IC

N
の

派
遣

要
請

検
討

　
□

職
員

一
覧

確
認

□
濃

厚
接

触
者

同
定

・
検

査
□

県
の

報
道

発
表

内
容

の
確

認

□
県

ク
ラ

ス
タ

ー
班

等
支

援
要

請
　

□
患

者
一

覧
確

認
□

健
康

観
察

指
示

・
確

認
□

施
設

に
よ

る
公

表
意

向
確

認

　
□

施
設

見
取

り
図

、
部

屋
割

確
認

□
検

査
対

象
決

定
・
検

査
実

施

　
□

接
触

者
状

況
確

認
※

　
□

施
設

外
接

触
者

調
査

4
□

対
策

本
部

運
営

状
況

把
握

□
連

絡
員

配
置

□
感

染
状

況
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
□

転
院

（
転

施
設

）
検

討
・
調

整

□
対

策
本

部
支

援
班

の
派

遣
要

請
検

討
□

リ
ス

ク
評

価

□
国

ク
ラ

ス
タ

ー
班

等
支

援
要

望

5
□

□
終

息
の

確
認

□
感

染
状

況
確

認
（
終

息
）

□
患

者
等

不
安

対
応

□
ス

タ
ッ

フ
心

の
ケ

ア

□
感

染
防

止
対

策
実

施
状

況
確

認
□

ス
タ

ッ
フ

（
濃

厚
接

触
者

）
復

帰
日

の
確

定

□
リ

ス
ク

対
応

の
確

認

□
転

院
患

者
の

受
入

態
勢

の
確

認

拡
大

期

終
息

期

保
健

所
・
県

平
時

準
備

期

探
知

発
生

当
日

早
期

　
※

関
係

者
全

員
の

接
触

状
況

を
リ

ス
ト

ア
ッ

プ
し

た

調
査
票
等
の
提
出
を
依
頼
す
る
。

●
毎

日
把

握
項

目

(1
)感

染
制

御
状

況
（
検

査
数

、
患

者
数

、
有

症
状

者
数

）
(2
)健

康
管

理
（
職

員
、

濃
接

者
）
、
(3
)ゾ

ー
ニ

ン
グ

、
感

染
管

理
（
PP

E含
む

）
(4
)人

的
資

源
(5
)物

的
資

源
(6
)搬

送
状

況
、
(7
)ロ

ジ
ス

テ
ィ

ッ
ク

（
ゴ

ミ
、

リ
ネ

ン
、

洗
濯

、

掃
除

、
職

員
宿

泊
、

給
食

）

●
必

要
に

応
じ

発
生

当
日

の
実

態
把

握
、

感
染

拡
大

防
止

等
実

施
項

目
継

続
実

施

− 34 − − 35 −



 別
添

 2
-
1
 全

体
版

　
保

健
所

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト

（
１

）
体

制
整

備
（
２

）
実

態
把

握
（
３

）
感

染
拡

大
防

止
（
４

）
医

療
・
介

護
提

供
体

制
確

保
（
５

）
病

院
・
介

護
施

設
管

理

1
□

感
染

管
理

体
制

の
把

握
・
確

認
□

感
染

症
サ

ー
ベ

ラ
ン

ス
□

発
生

時
の

応
援

体
制

構
築

□
管

内
感

染
管

理
連

絡
会

議

□
管

内
　

IC
D

、
IC

N
と

連
携

を
図

る

2
□

感
染

管
理

体
制

の
確

認
□

発
生

状
況

把
握

□
対

策
徹

底
指

示
□

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

の
確

認
□

P
P

E
等

物
資

の
在

庫
確

認

□
管

内
感

染
管

理
連

絡
会

議
□

リ
ス

ク
集

団
患

者
把

握
□

そ
の

他
　

物
資

確
認

□
情

報
受

信
体

制
□

感
染

源
の

確
認

3
□

初
期

感
染

防
止

対
策

指
示

□
積

極
的

疫
学

調
査

□
患

者
転

院
対

応
□

入
院

・
外

来
制

限
把

握
□

施
設

管
理

状
況

把
握

□
対

策
本

部
立

ち
上

げ
確

認
　

□
発

生
状

況
確

認
□

感
染

対
策

確
認

・
指

導
□

実
働

可
能

ス
タ

ッ
フ

確
認

□
P

P
E
充

足
状

況
の

把
握

□
IC

D
/
IC

N
の

派
遣

要
請

検
討

　
□

職
員

一
覧

確
認

□
濃

厚
接

触
者

同
定

・
検

査
□

県
の

報
道

発
表

内
容

の
確

認

□
県

ク
ラ

ス
タ

ー
班

等
支

援
要

請
　

□
患

者
一

覧
確

認
□

健
康

観
察

指
示

・
確

認
□

施
設

に
よ

る
公

表
意

向
確

認

　
□

施
設

見
取

り
図

、
部

屋
割

確
認

□
検

査
対

象
決

定
・
検

査
実

施

　
□

接
触

者
状

況
確

認
※

　
□

施
設

外
接

触
者

調
査

4
□

対
策

本
部

運
営

状
況

把
握

□
連

絡
員

配
置

□
感

染
状

況
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
□

転
院

（
転

施
設

）
検

討
・
調

整

□
対

策
本

部
支

援
班

の
派

遣
要

請
検

討
□

リ
ス

ク
評

価

□
国

ク
ラ

ス
タ

ー
班

等
支

援
要

望

5
□

□
終

息
の

確
認

□
感

染
状

況
確

認
（
終

息
）

□
患

者
等

不
安

対
応

□
ス

タ
ッ

フ
心

の
ケ

ア

□
感

染
防

止
対

策
実

施
状

況
確

認
□

ス
タ

ッ
フ

（
濃

厚
接

触
者

）
復

帰
日

の
確

定

□
リ

ス
ク

対
応

の
確

認

□
転

院
患

者
の

受
入

態
勢

の
確

認

拡
大

期

終
息

期

保
健

所
・
県

平
時

準
備

期

探
知

発
生

当
日

早
期

　
※

関
係

者
全

員
の

接
触

状
況

を
リ

ス
ト

ア
ッ

プ
し

た

調
査
票
等
の
提
出
を
依
頼
す
る
。

●
毎

日
把

握
項

目

(1
)感

染
制

御
状

況
（
検

査
数

、
患

者
数

、
有

症
状

者
数

）
(2
)健

康
管

理
（
職

員
、

濃
接

者
）
、
(3
)ゾ

ー
ニ

ン
グ

、
感

染
管

理
（
PP

E含
む

）
(4
)人

的
資

源
(5
)物

的
資

源
(6
)搬

送
状

況
、
(7
)ロ

ジ
ス

テ
ィ

ッ
ク

（
ゴ

ミ
、

リ
ネ

ン
、

洗
濯

、

掃
除

、
職

員
宿

泊
、

給
食

）

●
必

要
に

応
じ

発
生

当
日

の
実

態
把

握
、

感
染

拡
大

防
止

等
実

施
項

目
継

続
実

施

各
流
行
段
階
別
　
保
健
所
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

１
　
平
時
・
準
備
期

（
１
）
体
制
整
備

番
号

項
目

ポ
イ
ン
ト

チ
ェ
ッ
ク
日

氏
名

メ
モ

１
－
（
１
）
－
①

□
感
染
管
理
体
制
の
把
握
・
確
認

平
時
よ
り
医
療
法
に
基
づ
く
監
視
等
に
よ
り
、
施
設
等
の
感
染
対
策
の
状
況

を
把
握
す
る
。

・
感
染
管
理
委
員
会
等
体
制
、
委
員
会
開
催
の
有
無
、
職
員
研
修
開
催
状

況
等

１
－
（
１
）
－
②

□
管
内
感
染
管
理
連
絡
会
議

保
健
所
感
染
症
担
当
者
は
、
管
内
の
IC
D
/
IC
N
と
連
携
す
る
機
会
を
持
ち
、

圏
域
の
感
染
の
予
防
、
発
生
時
の
対
応
等
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
く

１
－
（
１
）
－
③

□
管
内
　
IC
D
、
IC
N
と
連
携
を
図
る

上
記
連
絡
会
の
他
、
管
内
の
IC
N
等
の
連
絡
会
議
を
定
例
化
し
、
保
健
所

職
員
と
管
内
IC
N
等
、
専
門
職
員
が
顔
の
見
え
る
関
係
を
築
い
て
お
く

１
－
（
１
）
－
④

□
管
内
D
M
A
T
と
の
連
携
・
災
害
訓
練

管
内
D
M
A
T
と
災
害
医
療
地
方
本
部
（
保
健
医
療
調
整
地
方
本
部
）
訓
練
等

を
行
う
こ
と
で
、
健
康
危
機
発
生
時
に
も
協
働
で
き
る
基
盤
を
構
築
し
て
お
く

（
２
）
実
態
把
握

番
号

項
目

ポ
イ
ン
ト

チ
ェ
ッ
ク
日

氏
名

メ
モ

（
２
）
－
１

□
感
染
症
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス

保
健
所
に
お
い
て
感
染
症
発
生
動
向
調
査
を
適
正
に
行
い
、
管
内
の
感
染

症
発
生
状
況
を
常
に
把
握
し
て
お
く

（
３
）
感
染
拡
大
防
止

番
号

項
目

ポ
イ
ン
ト

チ
ェ
ッ
ク
日

氏
名

メ
モ

－

（
４
）
医
療
・
介
護
提
供
体
制
確
保

番
号

項
目

ポ
イ
ン
ト

チ
ェ
ッ
ク
日

氏
名

メ
モ

（
４
）
－
１

□
発
生
時
の
保
健
所
支
援
体
制
構
築

県
庁
に
お
い
て
、
積
極
的
疫
学
調
査
等
に
対
応
で
き
る
職
員
か
ら
構
成
さ

れ
る
「
支
援
チ
ー
ム
」
を
構
成
し
、
発
生
時
に
速
や
か
に
対
応
で
き
る
体
制
を

構
築
し
て
お
く
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２
　
探
知

（
１
）
体
制
整
備

番
号

項
目

ポ
イ
ン
ト

チ
ェ
ッ
ク
日

氏
名

メ
モ

２
－
（
１
）
－
①

□
感
染
管
理
体
制
の
確
認

院
内
の
感
染
管
理
関
連
の
委
員
会
等
の
有
無
や
活
動
状
況
を
確
認
す

る
。

２
－
（
１
）
－
②

□
管
内
感
染
管
理
連
絡
会
議

管
内
の
IC
D
/
IC
N
も
し
く
は
他
医
療
機
関
と
の
平
時
の
連
携
状
況
を
確

認
す
る
。

２
－
（
１
）
－
④

□
情
報
受
診
体
制

患
者
発
生
時
に
速
や
か
に
保
健
所
に
報
告
で
き
る
体
制
を
と
り
、
そ
の

方
法
を
関
係
者
に
周
知
し
て
お
く
（
　
健
康
危
機
管
理
電
話
等
に
つ
い
て

周
知
す
る
）

（
２
）
実
態
把
握

番
号

項
目

ポ
イ
ン
ト

チ
ェ
ッ
ク
日

氏
名

メ
モ

２
－
（
２
）
－
①

□
発
生
状
況
把
握

探
知
時
点
で
の
患
者
発
生
状
況
把
握
の
た
め
、
施
設
に
資
料
作
成
を

依
頼
す
る

　
・初
発
患
者
の
発
症
日
、
症
状
、
行
動
歴
等

　
・他
患
者
、
利
用
者
、
ス
タ
ッ
フ
等
の
健
康
状
況

２
－
（
２
）
－
②

□
リ
ス
ク
集
団
患
者
把
握

初
発
患
者
の
接
触
者
等
、
リ
ス
ク
あ
る
集
団
を
同
定
す
る
た
め
、
施
設

内
資
料
整
理
を
依
頼
す
る

（
外
来
者
、
委
託
業
者
を
含
む
）

２
－
（
２
）
－
③

□
感
染
源
の
確
認

感
染
源
調
査
の
た
め
、
症
状
が
あ
る
患
者
の
発
症
日
か
ら
1
4
日
前
か
ら

の
接
触
者
の
健
康
状
況
の
資
料
整
理
を
依
頼
す
る

（
３
）
感
染
拡
大
防
止

番
号

項
目

ポ
イ
ン
ト

チ
ェ
ッ
ク
日

氏
名

メ
モ

２
－
（
３
）
－
①

□
対
策
徹
底
指
示

患
者
お
よ
び
疑
い
患
者
の
居
室
、
行
動
範
囲
等
の
消
毒
を
依
頼
す
る

施
設
内
職
員
は
感
染
防
御
対
策
を
再
度
徹
底
す
る

患
者
お
よ
び
疑
い
患
者
間
の
交
流
を
制
限
す
る

　
（患
者
搬
送
終
了
、
ゾ
ー
ニ
ン
グ
終
了
ま
で
の
間
）

（
４
）
医
療
・
介
護
提
供
体
制
確
保

様
式

接
触
者
リ
ス
ト

様
式

接
触
者
リ
ス
ト

様
式

接
触
者
リ
ス
ト
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２
　
探
知

（
１
）
体
制
整
備

番
号

項
目

ポ
イ
ン
ト

チ
ェ
ッ
ク
日

氏
名

メ
モ

２
－
（
１
）
－
①

□
感
染
管
理
体
制
の
確
認

院
内
の
感
染
管
理
関
連
の
委
員
会
等
の
有
無
や
活
動
状
況
を
確
認
す

る
。

２
－
（
１
）
－
②

□
管
内
感
染
管
理
連
絡
会
議

管
内
の
IC
D
/
IC
N
も
し
く
は
他
医
療
機
関
と
の
平
時
の
連
携
状
況
を
確

認
す
る
。

２
－
（
１
）
－
④

□
情
報
受
診
体
制

患
者
発
生
時
に
速
や
か
に
保
健
所
に
報
告
で
き
る
体
制
を
と
り
、
そ
の

方
法
を
関
係
者
に
周
知
し
て
お
く
（
　
健
康
危
機
管
理
電
話
等
に
つ
い
て

周
知
す
る
）

（
２
）
実
態
把
握

番
号

項
目

ポ
イ
ン
ト

チ
ェ
ッ
ク
日

氏
名

メ
モ

２
－
（
２
）
－
①

□
発
生
状
況
把
握

探
知
時
点
で
の
患
者
発
生
状
況
把
握
の
た
め
、
施
設
に
資
料
作
成
を

依
頼
す
る

　
・初
発
患
者
の
発
症
日
、
症
状
、
行
動
歴
等

　
・他
患
者
、
利
用
者
、
ス
タ
ッ
フ
等
の
健
康
状
況

２
－
（
２
）
－
②

□
リ
ス
ク
集
団
患
者
把
握

初
発
患
者
の
接
触
者
等
、
リ
ス
ク
あ
る
集
団
を
同
定
す
る
た
め
、
施
設

内
資
料
整
理
を
依
頼
す
る

（
外
来
者
、
委
託
業
者
を
含
む
）

２
－
（
２
）
－
③

□
感
染
源
の
確
認

感
染
源
調
査
の
た
め
、
症
状
が
あ
る
患
者
の
発
症
日
か
ら
1
4
日
前
か
ら

の
接
触
者
の
健
康
状
況
の
資
料
整
理
を
依
頼
す
る

（
３
）
感
染
拡
大
防
止

番
号

項
目

ポ
イ
ン
ト

チ
ェ
ッ
ク
日

氏
名

メ
モ

２
－
（
３
）
－
①

□
対
策
徹
底
指
示

患
者
お
よ
び
疑
い
患
者
の
居
室
、
行
動
範
囲
等
の
消
毒
を
依
頼
す
る

施
設
内
職
員
は
感
染
防
御
対
策
を
再
度
徹
底
す
る

患
者
お
よ
び
疑
い
患
者
間
の
交
流
を
制
限
す
る

　
（患
者
搬
送
終
了
、
ゾ
ー
ニ
ン
グ
終
了
ま
で
の
間
）

（
４
）
医
療
・
介
護
提
供
体
制
確
保

様
式

接
触
者
リ
ス
ト

様
式

接
触
者
リ
ス
ト

様
式

接
触
者
リ
ス
ト

番
号

項
目

ポ
イ
ン
ト

チ
ェ
ッ
ク
日

氏
名

メ
モ

２
－
（
４
）
－
①

□
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
の
確
認

ス
タ
ッ
フ
の
減
員
を
想
定
し
、
患
者
等
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制

（
入
院
継
続
等
）
の
検
討
を
始
め
る

（
５
）
病
院
・
介
護
施
設
管
理

番
号

項
目

ポ
イ
ン
ト

チ
ェ
ッ
ク
日

氏
名

メ
モ

２
－
（
５
）
－
①

□
P
P
E
等
物
資
の
在
庫
確
認

P
P
E
等
在
庫
確
認
す
る
よ
う
施
設
に
依
頼
す
る

２
－
（
５
）
－
②

□
そ
の
他
　
物
資
確
認

そ
の
他
、
感
染
拡
大
期
を
見
据
え
、
物
資
（
医
療
、
介
護
、
生
活
）
確
認

を
依
頼
す
る
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３
　
発
生
当
日
　
早
期

（
１
）
体
制
整
備

番
号

項
目

ポ
イ
ン
ト

チ
ェ
ッ
ク
日

氏
名

メ
モ

３
－
（
１
）－
①

□
初
期
感
染
防
止
対
策
指
示

探
知
後
の
情
報
を
元
に
、
現
地
に
赴
き
、
感
染
防
止
対
策
を
聞
き
取
り

徹
底
い
た
だ
く
よ
う
依
頼
す
る

３
－
（
１
）－
②

□
対
策
本
部
立
ち
上
げ
確
認

対
策
本
部
を
立
ち
上
げ
、
施
設
と
し
て
対
策
を
進
め
て
い
る
か
確
認
す

る 　
・
指
揮
命
令
系
統
が
明
確
か

　
・
情
報
収
集
、
集
約
で
き
て
い
る
か

　
・
方
針
が
立
て
ら
れ
て
い
る
か

　
・
対
応
策
の
課
題
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
か

３
－
（
１
）－
③

□
IC
D
/
IC
N
の
派
遣
要
請
検
討

滋
賀
県
感
染
制
御
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
IC
D
/
IC
N
の
派
遣
依
頼
の
要
否
を

決
定
し
、
必
要
時
派
遣
要
請
を
行
う

３
－
（
１
）－
④

□
県
ク
ラ
ス
タ
ー
班
等
支
援
要
請

県
ク
ラ
ス
タ
ー
班
へ
の
支
援
要
望
要
否
を
検
討
し
、
必
要
時
要
望
す
る

（
２
）
実
態
把
握

番
号

項
目

ポ
イ
ン
ト

チ
ェ
ッ
ク
日

氏
名

メ
モ

□
積
極
的
疫
学
調
査

　
□
発
生
状
況
確
認
（
ラ
イ
ン
リ
ス
ト
作
成
）

　
□
職
員
一
覧
確
認

　
□
患
者
一
覧
確
認

　
□
施
設
見
取
り
図
、
部
屋
割
確
認

　
□
接
触
者
状
況
確
認
※

　
□
施
設
外
接
触
者
調
査

（
３
）
感
染
拡
大
防
止

番
号

項
目

ポ
イ
ン
ト

チ
ェ
ッ
ク
日

氏
名

メ
モ

３
－
（
３
）－
①

□
患
者
転
院
対
応

医
療
機
関
等
へ
の
入
院
す
る
患
者
の
搬
送
に
関
す
る
対
応
を
行
う
。
搬

送
先
・
搬
送
時
間
・
搬
送
方
法
を
確
認
す
る

３
－
（
３
）－
②

□
感
染
対
策
確
認
・
指
導

探
知
時
に
指
導
し
た
感
染
対
策
を
確
認
す
る

IC
D
/
IC
N
等
と
協
議
し
、
感
染
対
策
の
再
指
導
を
行
う

患
者
発
生
ご
と
に
ゾ
ー
ニ
ン
グ
や
予
防
策
を
検
討
し
、
指
導
を
実
施
す

る積
極
的
疫
学
調
査
　
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
よ
る

３
－
（
２
）－
１
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３
－
（
３
）－
③

□
濃
厚
接
触
者
同
定
・
検
査

２
－
（
２
）で
依
頼
し
た
資
料
か
ら
、
濃
厚
接
触
者
を
決
定
し
、
検
査
を
行

う そ
の
際
、
施
設
内
の
医
療
（
介
護
）
継
続
の
た
め
の
人
員
確
保
の
観
点

か
ら
接
触
程
度
を
明
確
に
し
、
健
康
観
察
終
了
日
を
施
設
に
示
す

３
－
（
３
）－
④

□
健
康
観
察
指
示
・
確
認

濃
厚
接
触
者
に
つ
い
て
、
施
設
内
で
確
実
に
健
康
観
察
を
行
な
い
、
保

健
所
へ
の
報
告
を
依
頼
す
る

健
康
観
察
結
果
は
施
設
で
確
実
に
把
握
し
、
共
有
し
て
お
く
よ
う
指
導

す
る

微
細
な
症
状
で
あ
っ
て
も
症
状
が
出
現
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
検
査
を

行
う
た
め
、
保
健
所
へ
の
連
絡
を
依
頼
す
る

３
－
（
３
）－
⑤

□
検
査
対
象
決
定
・
検
査
実
施

（
４
）
医
療
・
介
護
提
供
体
制
確
保

番
号

項
目

ポ
イ
ン
ト

チ
ェ
ッ
ク
日

氏
名

メ
モ

３
－
（
４
）－
①

□
入
院
・
外
来

　
（
入
所
退
所
・
面
会
等
）
制
限
把
握

患
者
等
の
移
動
に
よ
る
感
染
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
、
入
院
・
外
来
（
入

退
所
・
面
会
等
）
の
制
限
を
勧
め
、
そ
の
状
況
を
把
握
す
る

３
－
（
４
）－
②

□
実
働
可
能
ス
タ
ッ
フ
確
認

濃
厚
接
触
者
の
同
定
に
よ
り
、
医
療
・
介
護
提
供
体
制
が
ど
の
よ
う
に

影
響
を
受
け
る
か
把
握
す
る
。
ま
た
、
実
働
可
能
ス
タ
ッ
フ
数
を
確
認
す

る 　
・
ど
の
部
署
で
何
日
ま
で
何
人
が
出
勤
で
き
な
い
か

　
・
何
人
不
足
す
る
の
か

看
護
協
会
や
介
護
協
会
に
よ
る
支
援
要
請
の
必
要
性
を
検
討
す
る
。

（
５
）
病
院
・
介
護
施
設
管
理

番
号

項
目

ポ
イ
ン
ト

チ
ェ
ッ
ク
日

氏
名

メ
モ

３
－
（
５
）－
①

□
施
設
管
理
状
況
把
握

施
設
管
理
部
門
の
課
題
を
把
握
し
、
必
要
時
支
援
を
行
う

３
－
（
５
）－
②

□
P
P
E
充
足
状
況
の
把
握

P
P
E
等
在
庫
確
認
す
る
よ
う
施
設
に
依
頼
す
る

３
－
（
５
）－
③

□
県
の
報
道
発
表
内
容
の
確
認

県
公
表
内
容
を
施
設
に
伝
え
、
確
認
を
得
て
お
く

３
－
（
５
）－
②

□
施
設
に
よ
る
公
表
意
向
確
認

確
認
後
、
公
表
内
容
を
把
握
す
る

様
式

接
触
者
リ
ス
ト
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４
　
拡
大
期

（
１
）
体
制
整
備

番
号

項
目

ポ
イ
ン
ト

チ
ェ
ッ
ク
日

氏
名

メ
モ

４
－
（
１
）－
①

□
本
部
運
営
状
況
把
握

施
設
等
の
本
部
運
営
状
況
を
把
握
す
る
た
め
、
現
地
支
援
班
と
連
絡

体
制
を
作
っ
て
お
く

４
－
（
１
）－
②

□
対
策
本
部
支
援
班
の
派
遣
要
請
検
討
施
設
内
対
策
本
部
支
援
班
の
派
遣
要
請
を
検
討
す
る
。

４
－
（
１
）－
③

□
国
ク
ラ
ス
タ
ー
班
等
支
援
要
望

県
庁
と
情
報
共
有
し
、
国
ク
ラ
ス
タ
ー
班
等
へ
の
支
援
要
望
の
要
否
の

検
討
、
必
要
時
要
望
す
る

（
２
）
実
態
把
握

番
号

項
目

ポ
イ
ン
ト

チ
ェ
ッ
ク
日

氏
名

メ
モ

４
－
（
２
）－
①

□
連
絡
員
配
置

施
設
の
感
染
状
況
や
対
応
方
針
お
よ
び
対
応
状
況
を
適
宜
把
握
で
き

る
よ
う
、
連
絡
員
の
配
置
等
を
検
討
す
る
。

（
３
）
感
染
拡
大
防
止

番
号

項
目

ポ
イ
ン
ト

チ
ェ
ッ
ク
日

氏
名

メ
モ

－
□
感
染
状
況
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

●
下
表
「
毎
日
把
握
が
必
要
な
項
目
」
を
確
認

－
□
リ
ス
ク
評
価

●
下
表
「
毎
日
把
握
が
必
要
な
項
目
」
を
確
認
し
、
感
染
拡
大
範
囲
、
感

染
拡
大
リ
ス
ク
の
評
価
を
継
続
す
る

（
４
）
医
療
・
介
護
提
供
体
制
確
保

番
号

項
目

ポ
イ
ン
ト

チ
ェ
ッ
ク
日

氏
名

メ
モ

（
４
）
－
１

□
転
院
（
転
施
設
）
検
討
・
調
整

患
者
が
発
生
す
る
毎
に
濃
厚
接
触
者
の
範
囲
、
実
働
可
能
ス
タ
ッ
フ
の

確
認
、
医
療
介
護
提
供
体
制
へ
の
影
響
を
確
認
し
、
転
院
等
を
必
要
に

応
じ
て
検
討
、
調
整
す
る

●
毎
日
把
握
が
必
要
な
項
目

●
必
要
に
応
じ
把
握
す
る
項
目

（
１
）
感
染
制
御
状
況

（
検
査
数
、
患
者
数
、
有
症
状
者
数
）

（
１
） 発
生
当
日
の
実
態
把
握
、
感
染
拡
大
防
止

等
実
施
項
目
継
続
実
施

（
２
）
健
康
管
理
（
職
員
、
濃
接
者
）

（
３
）
ゾ
ー
ニ
ン
グ
、
感
染
管
理
（
PP

E含
む
）

（
４
）
人
的
資
源

（
５
）
物
的
資
源

（
６
）
搬
送
状
況
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５
　
終
息
期

（
１
）
体
制
整
備

番
号

項
目

ポ
イ
ン
ト

チ
ェ
ッ
ク
日

氏
名

メ
モ

－

（
２
）
実
態
把
握

番
号

項
目

ポ
イ
ン
ト

チ
ェ
ッ
ク
日

氏
名

メ
モ

５
－
（
２
）
－
①
□
終
息
の
確
認

●
下
表
「
毎
日
把
握
が
必
要
な
項
目
」
に
よ
り
継
続
し
、
終
息
の
時
期
を

判
断
し
、
施
設
と
と
も
に
確
認
す
る
。

（
３
）
感
染
拡
大
防
止

番
号

項
目

ポ
イ
ン
ト

チ
ェ
ッ
ク
日

氏
名

メ
モ

５
－
（
３
）
－
①
□
感
染
状
況
確
認
(終
息
）

●
下
表
「
毎
日
把
握
が
必
要
な
項
目
」
に
よ
り
、
終
息
ま
で
継
続
し
て
確

認
す
る

５
－
（
３
）
－
②
□
感
染
防
止
対
策
実
施
状
況
確
認

施
設
内
で
の
隔
離
、
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
解
除
日
の
判
断
に
つ
い
て
確
認

し
、
必
要
に
応
じ
相
談
し
て
進
め
る

５
－
（
３
）
－
③
□
リ
ス
ク
対
応
の
確
認

今
後
の
感
染
源
の
持
ち
込
み
、
拡
大
リ
ス
ク
軽
減
策
な
ど
感
染
管
理
対

応
を
確
認
す
る

５
－
（
３
）
－
④
□
転
院
患
者
の
受
入
態
勢
の
確
認

転
院
し
た
患
者
の
再
度
の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
、
ス
タ
ッ
フ
人
員
、
病
床

や
病
棟
の
状
況
に
よ
る
判
断
を
確
認
す
る

（
４
）
医
療
・
介
護
提
供
体
制
確
保

番
号

項
目

ポ
イ
ン
ト

チ
ェ
ッ
ク
日

氏
名

メ
モ

５
－
（
４
）
－
①
□
患
者
等
の
不
安
へ
の
対
応

施
設
内
で
の
隔
離
、
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
解
除
、
医
療
介
護
提
供
の
再
開
等

に
伴
う
患
者
、
利
用
者
の
不
安
へ
の
対
応
状
況
に
つ
い
て
確
認
す
る

５
－
（
４
）
－
②

□
ス
タ
ッ
フ
(濃
厚
接
触
者
）
復
帰
日
の
確
認
濃
厚
接
触
者
で
自
宅
待
機
と
な
っ
た
ス
タ
ッ
フ
の
復
職
日
を
確
認
し
、
医

療
介
護
提
供
体
制
の
定
め
る
（確
定
す
る
）

（
５
）
病
院
・
介
護
施
設
管
理

番
号

項
目

ポ
イ
ン
ト

チ
ェ
ッ
ク
日

氏
名

メ
モ

５
－
（
５
）
－
①
□
ス
タ
ッ
フ
の
心
の
ケ
ア

患
者
、
濃
厚
接
触
者
と
な
っ
た
ス
タ
ッ
フ
、
ま
た
、
復
帰
者
を
受
け
入
れ

る
ス
タ
ッ
フ
の
不
安
等
心
の
ケ
ア
の
必
要
性
、
実
施
状
況
に
つ
い
て
確

認
す
る
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●
毎
日
把
握
が
必
要
な
項
目

●
必
要
に
応
じ
把
握
す
る
項
目

（
１
）
感
染
制
御
状
況

（
検
査
数
、
患
者
数
、
有
症
状
者
数
）

（
１
）発
生
当
日
の
実
態
把
握
、
感
染
拡
大
防
止

等
実
施
項
目
継
続
実
施

（
２
）
健
康
管
理
（
職
員
、
濃
接
者
）

（
３
）
ゾ
ー
ニ
ン
グ
、
感
染
管
理
（ P

PE
含
む
）

（
４
）
人
的
資
源

（
５
）
物
的
資
源

（
６
）
搬
送
状
況
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●
毎
日
把
握
が
必
要
な
項
目

●
必
要
に
応
じ
把
握
す
る
項
目

（
１
）
感
染
制
御
状
況

（
検
査
数
、
患
者
数
、
有
症
状
者
数
）

（
１
）発
生
当
日
の
実
態
把
握
、
感
染
拡
大
防
止

等
実
施
項
目
継
続
実
施

（
２
）
健
康
管
理
（
職
員
、
濃
接
者
）

（
３
）
ゾ
ー
ニ
ン
グ
、
感
染
管
理
（ P

PE
含
む
）

（
４
）
人
的
資
源

（
５
）
物
的
資
源

（
６
）
搬
送
状
況

積極的疫学調査　チェックリスト

目的 確認

県庁関係課と情報共有する。 □ 県庁関係課へ事例について情報提供し、今後の情報共有方法について確認する。

感染源を調査する。 □ 初発例の行動および接触者を発症日から14日間遡り、体調異常者の有無を確認する。

□ 当該施設の提供サービスを把握する。

□ フロアマップを取得する。

□ 患者、濃厚接触者および全ての職員等を含めたリストを取得する。

□ 患者確認以前の健康管理の実施の有無および実施方法を確認する。

□ 健康管理は鼻汁、咽頭痛や味覚・嗅覚障害などを含めて実施していることを確認する。

□ 「濃厚接触者」および「接触者」の定義を定める。

□ 病棟横断的な行動や施設内での共通部署（リハビリ，手術室やX線検査等）における接触者を把握する。

□ 退院者や出入り業者等も調査対象とする。

□ 広く（例えば看護単位）検査対象とすることを検討する。

□ 職員および入院患者に対する健康管理および発症時にPCR検査を実施することを確認する。

□ 濃厚接触者および接触者のうち有症者に対しては、抗原の迅速診断キットの活用を検討する。

□
院内の感染管理関連の委員会等の有無や活動状況を確認し、クラスター対応に特化した対策本部の設置の必要性を検
討する。

□ 管内のICD/ICNもしくは他医療機関との平時の連携状況を確認する。

□
1)施設の機能維持と職員の感染防止、2)入院患者の感染防止、3)施設外への感染拡大防止を対策の目的とすることを、
保健所、当該施設およびその他関係者で共有する。

□ 施設における対策本部設置の必要性を検討する。

□ 当該施設が新規患者数、累積患者数、検査数、新規有症者数を情報収集・情報管理ができることを確認する。

□ 当該施設が物資の過不足を評価できることを確認する。

□ 当該施設がリネン洗濯、掃除などを実施・管理できることを確認する。

□ 職員に対する感染管理の研修の必要性を評価する。

□ ゾーニングや感染管理を評価する職員を2名以上設置する。

□ 保健所と情報共有する担当者を当該施設に設置する。

□ 当該施設で把握した情報を保健所と毎日共有することができる。

□ スタッフの復職時期や復職方法・復職時の研修方法を定める。

□ 施設内対策本部支援班、保健所機能支援班およびクラスター班による支援の必要性を評価する。

□ ICD/ICNによる支援の必要性を評価する。

□
職員は「日本環境感染学会　医療施設における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド」に準じて曝露を評価し、就業
継続の可否を評価する。

□ 職員および入院患者のマスク着用状況を確認する。

□ 職員の目の防護の実施状況を確認する。

□ 職員および入院患者の手洗いの実施状況を確認する。

□ 高頻度接触面に対する消毒方法や手洗いの方法を確認する。

□ ラウンドにより施設内および職員の感染管理の実施状況を評価する。

□ クロノロを作成する。

□ 流行曲線を作成する。

□ リンク図を作成する。

□ 県庁関係課、感染症対策室およびICN等と意見交換することにより、対応や支援方法を確認する。

□ 保健所およびICN等の助言によりゾーニングもしくは感染管理を改善した後に、再評価を行う。

□ ゾーニングと感染管理の評価により、最終曝露日を定めることを説明する。

□ 最終曝露日の翌日から14日間の観察期間を定めることを説明する。

□ 施設と業務再開について協議する。

□ 新型コロナウイルス感染症の入院期間を経て、再入院する患者の対応方法を定める。

□ 濃厚接触者は検査結果に拘わらず、隔離対象とする。

□ ゾーニングをフロアマップにより確認する。

□ 濃厚接触者もしくは患者の各病室にパソコン、タブレット、PHSを持ち込むことはない。

□
濃厚接触者もしくは患者と他患者で共用する物品（体温計や血圧計など）はない。やむを得ず共用する場合は、使用後
に必ず消毒を実施する。

□ 感染性廃棄物は廃棄物処理法に基づいて処理されている。

□ 業務継続（外来、入院受け入れ、退院、デイサービスなど）の可否を評価する。

□ 施設と病棟横断的に実施されるリハビリ等の中止・縮小や，X線検査等の縮小を検討する。

□ 入院患者もしくは施設利用者の面会制限の必要性を検討する。

□ 施設職員の減少を補うための人的支援の必要性を評価する。

発表内容と施設発表の確認する。 □ 滋賀県による報道発表内容の確認を施設へお願いする。また、施設による発表の有無を確認する。

□ 施設の風評被害を軽減させるための方法を検討する。

□ 患者および患者家族のメンタルヘルスケアの必要性を検討する。

□ 職員のメンタルヘルスケアの必要性を検討する。

その他

感染拡大のリスクを評価する。

当該施設の機能を維持する。

全体像を把握する。
検査対象と就業制限対象を定める。

事例および事例対応を管理する。

感染拡大を防止する。

体制を構築する
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(4) COVID-19 対応のためのツール集 
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